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副本 

平成２７年９月 川棚町議会定例会会議録 

（第２日目） 

 

平成２７年９月１１日 金曜日（午前１０時開会） 
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議事日程  

 

第１ 発委第３号 川棚町議会会議規則の一部を改正する議会規則 

第２ 同意第３号 川棚町教育委員会委員の任命について同意を求める件 

第３ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦に関する件 

第４ 議案第 44 号 平成２７年度川棚町一般会計補正予算（第２回） 

第５ 議案第 45 号 平成２７年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１回） 

第６ 議案第 46 号 平成２７年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回） 

第７ 議案第 47 号 平成２７年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算

（第２回） 

第８ 議案第 48 号 平成２７年度川棚町公共下水道事業特別会計補正予算

（第１回） 

第９ 議案第 49 号 平成２７年度川棚町水道事業会計補正予算（第２回） 

第 10 議案第 50 号 川棚町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

第 11 議案第 51 号 川棚町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

第 12 議案第 52 号 川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

第 13 請願第１号 未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負

担制度の堅持を求める請願 

第 14 議員派遣の件 
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（１０：００） 

議    長 ご起立願います。おはようございます。ご着席ください。  

  ただいまの出席議員は１４名です。定足数に達していますので、これから

本日の会議を開きます。 

議     長  日程第１、発委第３号「川棚町議会会議規則の一部を改正す

る議会規則」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

議会運営委員会委員長  平成２７年９月１０日、川棚町議会議長初手安幸

様、提出者、議会運営委員会委員長三岳昇。 

  川棚町議会会議規則の一部を改正する議会規則の提出について。上記の議

案を別紙のとおり、地方自治法第１０９条第６項及び川棚町議会会議規則第

１４条第３項の規定により提出します。 

  新旧対照表ご覧いただきたいと思います。次の次のページでございます。  

  これは欠席の届け出ということでございますが、現行に改正案のとおり２

を付けまして、「議員が出産のために出席できないときは、日数を定めて、

あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。」という改正でございま

す。理由といたしましては、議会における欠席の届け出の取り扱いに関し

て、社会情勢などを勘案し、出産の場合の欠席の届け出について、新たに規

定するものでございます。以上、提案いたしますので、ご審議の上ご決定い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議    長 これから質疑を行います。 

２ 番 田 口 一点お聞きします。ただいまこの加えられた第２項について

の解釈についてですが、「議員が出産のため」という文言につきましては、

議員本人の出産ということはもちろんあり得るんですが、議員が配偶者の出

産のためというようなことでも読まれないわけでもないと思いますので、そ

こらへんの解釈をはっきり議員本人だけであるというように、解釈をはっき

りしておいていただきたいと思いますが、どのように解釈すればよろしいで

しょうか。 

議会運営委員会委員長  田口議員の質問にお答えする前にですね、先ほど壇

上での説明で、附則のところを漏らしておりました。ここで、改めて２枚目
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を開いていただきたいと思います。 

  この附則につきましては、公布の日から施行するということでございま

す。 

  ただいま田口議員から質問がございました「議員が出産のために」という

部分につきましては、あくまでも議員本人ということでございます。  

４ 番 久 保 田 お尋ねします。この「出産のため」というところの、「た

め」のところをお尋ねしたいんですけれども、労働基準法にありますよう

な、産前産後の休みも含むのか、それから多子出産とか、異常出産のときの

出産日数が異なっていると思いますが、そういうのはどう捉えればいいのか

お尋ねします。 

議会運営委員会委員長  ただいまの久保田議員の質問でございますが、一

応、出産のためということでございます。ということで、産前産後の休暇等

については含まれないというふうに解釈をいたしております。  

  その点についてですが、産前というのが、果たして出産ということになる

のかということになってくるのかと思うんですよね。いわゆる産前産後の、

いわゆる労基法で言う産休と言いますかね、そういった部分はですよ、産前

については、おそらく入らないというふうに思います。ただ出産後ですね、

やはり、例えば一週間とか入院されますよね、そういった場合については含

まれるというふうに理解しているところでございます。 

１ 番 山 口 今の解釈でいけばですね、産前が含まれないということはで

すね、出産日以降しか認められないということになるわけですよ。本来であ

れば、産前というのもですね、出産のためにいろんなかたちでの準備、その

他含めればですね、当然、そこまでの産前産後というのは、これに包括され

ないとですね、本当に極端な例でございますが、出産直前まで欠席届を出せ

ないというのは、今の時代の流れからいけばおかしいんじゃないかというふ

うに思いますけれども。 

１ ３ 番 村 井 休憩をお願いします。 

議     長  今、休憩の申し出があっております。ここでしばらく休憩い

たします。 

（１０：０６） 

（…休  憩…） 
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（１０：１６） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議会運営委員会委員長  先ほどの久保田議員の質問に対しまして、産前は含

まないという答弁をしておりましたが、これにつきましては、産前産後、状

況に応じてということで訂正をさせていただきたいと思います。  

議    長 他に質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対し、反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから発委第３号「川棚町議会会議規則の一部を改正する議会規則」の

採決を行います。 

  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

議     長  全員起立です。したがって、発委第３号「川棚町議会会議規

則の一部を改正する議会規則」は、原案のとおり可決されました。 

（１０：１８） 

議     長  次に、日程第２、同意第３号「川棚町教育委員会委員の任命

について同意を求める件」を議題といたします。本件について、説明を求め
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ます。 

町     長  皆様おはようございます。それでは、同意第３号「川棚町教

育委員会委員の任命について同意を求める件」について、提案理由を説明い

たします。 

  教育委員会委員につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律の規定により、５人の委員をもって組織するとされております。川棚町の

教育委員会委員で、現教育委員長の宮崎秀博氏の任期が、本年１１月４日ま

でとなっていることから、引き続き同氏を任命したく、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意をお願いする

ものであります。 

  宮崎氏は、議案に記載しておりますとおり、川棚町小串郷１２７０番地に

お住まいで、年齢は昭和２８年１０月２０日生まれの６１歳であります。同

氏は、昭和５１年３月に福岡大学商学部商学科を卒業され、現在は社会福祉

法人川棚町社会福祉協議会事務局長として、福祉の面で大変ご活躍をいただ

いているところでございます。また、これまで小串小学校ＰＴＡ会長、東彼

杵郡ＰＴＡ連合会会長を務めるなど、子供たちの健全育成やＰＴＡ活動に熱

心に取組んでこられております。温厚で誠実な人柄で、住民からの信頼も厚

く教育委員会委員として適任であると認めますので、ご提案申し上げるもの

でございます。以上、提案いたしますので、ご審議の上ご同意いただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

  失礼しました。先ほどの提案理由の中で、川棚町の教育委員で現教育委員

長のと言いましたが、現教育委員の宮崎秀博氏とご訂正をお願いいたしま

す。以上でございます。 

議    長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 
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議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから同意第３号「川棚町教育委員会委員の任命について同意を求める

件」の採決を行います。この採決は起立によって行います。  

  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議     長  全員起立です。したがって、同意第３号「川棚町教育委員会

委員の任命について同意を求める件」は、同意することに決定をいたしまし

た。 

（１０：２２） 

議     長  次に、日程第３、諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦に

関する件」を議題といたします。この議題の審議においては、地方自治法第

１１７条の規定によって、山口隆議員が除斥の対象となります。山口議員の

退場を求めます。 

 

（山口隆議員退場） 

 

議    長 本件について、説明を求めます。 

町     長  諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦に関する件」につい

ての提案理由をご説明いたします。 

  人権擁護委員は、法務大臣が委嘱することとなっておりますが、人権擁護

委員法第６条第３項により、市町村長は議会の意見を聞いて候補者を推薦し

なければならないとなっております。現在、本町には４人の方が人権擁護委

員の委嘱を受けられております。そのうち、山口輝子氏につきましては、平

成２２年１月に人権擁護委員の委嘱を受けられ、現在２期目であり、平成２
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７年１２月３１日をもって任期満了となられますので、同氏の再任につい

て、議会の意見を求めるものでございます。 

  山口氏は、石木郷１８１番地２にお住まいで、昭和２１年８月１５日生ま

れの６９歳であります。昭和４４年に長崎大学を卒業後、神奈川県横浜市の

小学校教諭として３年間勤務され、その後、本町の町立幼稚園教諭として３

３年間、また一般行政職員として２年間勤務をされております。定年退職後

は、川棚小学校のサポートティーチャーとして教育行政に関わっていただく

など、人格、識見ともに人権擁護委員に適任と認め、候補者として推薦する

ものであります。なお、委員の任期は３年間となっております。以上で説明

を終わりますが、推薦することにつきましてご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから諮問第２号「人権擁護委員候補者の推薦に関する件」の採決を行

います。この採決は起立によって行います。 

  本件は、これを適任者と認めるとの意見とすることに賛成の方は起立願い

ます。 

 

（賛成者起立） 



- 10 - 

 

議     長  全員起立です。したがって、諮問第２号「人権擁護委員候補

者の推薦に関する件」は、適任者と認めると答申することに決定いたしまし

た。 

（１０：２６） 

  ここで、山口隆議員の入場を許します。 

 

（山口隆議員入場） 

 

議     長  次に、日程第４、議案第４４号「平成２７年度川棚町一般会

計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

町     長  議案第４４号「平成２７年度川棚町一般会計補正予算（第２

回）」について、提案理由を説明いたします。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億８ ,０４９万

円を追加し、歳入歳出予算の総額を５９億６ ,８１５万６千円にしようとす

るものであります。 

  今回の補正の主なものといたしましては、歳入においては町民税の増額並

びに固定資産税の減額、地方交付税、臨時財政対策債の確定による増額、平

成２６年度決算確定に伴う前年度繰越金の増額、補助金交付の決定を受けた

国、県支出金の増減、特別会計の決算確定に伴う繰入金の増額、基金繰入金

の減額であります。 

  歳出におきましては、社会保障税番号制度に対応する経費の追加、福祉医

療費助成制度の拡充に向けた電算システムの改修費、保育所運営費の増額、

県営事業である基幹農道川棚西部地区の建設工事の追加に伴う町負担金の増

額、新規就農者への給付金の追加、ため池一斉点検調査業務の追加、町道下

組野口線の改良にかかる測量分筆並びに用地購入費の追加、６月以降に発生

した災害復旧関係費用などが主なものであり、そのほか当初予算編成後の事

情変更等に対応するために必要な事業費について計上したものであります。

補正予算の詳細につきましては、企画財政課長から説明いたしますので、ご

審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

企画財政課長  それでは内容について歳出からご説明いたしますので、３１
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ページ、３２ページをお開きください。 

  まず、２款総務費でございます。１項１目一般管理費２７万７千円の追加

でありますが、これは自治大研修入校に関する負担金でございます。 

  ３目財政管理費２０万円を増額しております。これはふるさと納税にかか

る返礼品に要する委託料でございます。 

  ７目情報通信基盤整備事業、これは財源のみの変更でございます。  

  ８目電算管理費、説明欄、社会保障・税番号制度導入費として７３万１千

円の追加を行っております。内訳としましては、１３節委託料が５５６万９

千円の減でございます。これはシステム改修委託料の減額であります。 

  １８節備品購入費として６３０万円を計上しております。これは個人番号

カード交付用のタッチパネル、中間サーバープラットホーム利用にかかる機

器一式、さらにマイナンバー制度の施行に伴い、日本年金機構の個人情報漏

えい事案を受け、総務省から既存住基システムとインターネットを介した不

特定外部との通信ができないようにするよう強く指導があっております。現

在、本町において運用している基幹系システムと情報系システムを同じ端末

で共用していることがこれにあたることから、基幹系システムと情報系シス

テムを別々の端末機で運営する必要があるので、今回、基幹系端末機、いわ

ゆるパソコンでありますが、これを５０台導入し、各課に配置するものであ

ります。 

  次に１３目財政調整基金費であります。減債基金費として利息分を積立金

として計上したものであります。 

  ２項徴税費、２目賦課徴収費であります。賦課徴収費におきまして、町税

の還付、特に法人の多額なものが出ておりまして、現在、予算額はなしで予

備費で対応中であります。今後、見込まれる還付について２３節で計上した

ものであります。 

  ３目戸籍住民基本台帳費、１目戸籍住民基本台帳費であります。６６万円

の追加、備品購入費を追加するものであります。これはマイナンバー制度発

足に対応し、個人番号カードの裏書印刷用プリンターを購入するものであり

ます。次のページをお開きください。 

  ３款民生費でございます。１項１目社会福祉総務費として、説明欄、母子

福祉医療費でありますが、これは福祉医療助成費制度の拡充に向けた電算シ
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ステムの補修費並びに通知書等の発送の郵送料であります。  

  国民健康保険基盤安定費１,４００万円でありますが、これは保険基盤安

定事業の制度の改正に伴い、２８節繰出金を追加するものであります。 

  国民健康保険事業費２０万円、これは事務費分としての繰出金の追加で、

同じく２８節であります。 

  ２項１目児童福祉総務費であります。児童福祉総務費１２６万円、これは

２３節の国県への補助金の精算返納金でございます。 

  特別児童扶養手当事務費、これは事務委託の追加が歳入でありましたの

で、同額を需用費として計上したものでございます。 

  ２目児童措置費、説明欄、保育所運営費であります。９ ,０７７万円の増

としております。今年度は、子ども子育て支援新制度のスタートにあたり、

認定こども園の創設などにより予算編成時においては、新たな保育所運営費

の算定が非常に流動的であったことから、概算的計上を行っておりました

が、年度が始まりまして、保育所等運営費の見込みが固まりましたので、今

回の補正を行うものであります。次のページをお開きください。  

  ４款衛生費でございます。保健衛生総務費２１万１千円、これは補助金の

精算返納金であります。 

  次に、国民健康保険事業費６万６千円、これは１節の報奨費、国保運営協

議会委員の報酬の追加でございます。次のページをお開きください。  

  ６款農林水産業費であります。１項３目農業振興費の中の説明欄、農業経

営対策事業推進費１４２万５千円であります。内訳としましては、新規就農

者に対する青年就農給付金、これに該当する者が夫婦一組生じたということ

で、１１１万２,５００円を計上しております。また、集落営農法人経営安

定支援事業費として、３０万円を計上しております。これらは、特定財源欄

をご覧のとおり、全額補助金で充当されるものであります。  

  ５目農地費であります。農地管理費１５万円でありますが、これは基幹農

道川棚西部地区の遠隔地在住の地権者に対しまして、用地交渉を要する旅費

を追加したものであります。 

  農道新設改良事業費１,４９６万６千円、これは基幹農道川棚西部地区の

工事の追加割り当てがありましたので、地元負担金として追加するものであ

ります。１９節でございます。 
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  農村災害対策整備事業費１００万円であります。これは０．５ヘクタール

以上のため池の一斉点検調査というものが今回行われまして、１０カ所予定

しております。これにつきましても特定財源欄のように、これは県補助で全

額賄われるものでございます。先ほど言い遅れましたが、農道新設改良事業

費につきましては、財源欄にありますように、その分地方債の増額も歳入の

方で今回計上しております。 

  ２項林業費でございます。説明欄、松くい虫防除事業費１３万２千円とあ

ります。これは駆除区域の拡大に伴う増額でございます。次のページをお開

きください。 

  ７款商工費、１項３目観光費、説明欄にあります観光・物産振興事業費３

０万円の減でございます。これはいい肉フェアの実施にあたり、当初予定し

ていた助成金の減額が見込まれることから、事業内容を見直し、委託料を減

としたものでございます。 

  次の観光・物産情報発信事業費であります。これは「町イチ！村イチ！２

０１５」、これは当初予算に計上しておりましたが、出展内容が固まりまし

たので、旅費、使用料等の組み替えを行っております。そしてさらに、「Ｌ

ｏｖｅｆｅｓ２０１５」という県内８町のＰＲイベントが１０月に開催され

ます。これを追加しておりまして、必要な額を計上したものであります。次

のページをお開きください。 

  ８款土木費でございます。２項２目道路維持費でございますが、これは町

道下組野口線歩道設置工事につきまして、拡幅する用地確保の目途がつきま

したので、今回、境界測量、分筆登記、そしてさらに公有財産購入費、用地

の取得費を計上したものでございます。実質的な工事は２８年度になると予

定をしております。 

  ３目道路新設改良費、これは県道大崎線の改良の地元負担金でございまし

て、当初計画よりも追加があったものでございます。これにつきましても起

債を予定しております。先ほどの町道下組野口線についても起債を今回計上

しております。 

  ４項２目港湾建設費でございます。これは県営港湾事業の地元負担金でご

ざいます。当初計画よりも縮小したということで示されましたので、その分

減をしております。起債についても併せて減をしております。 
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  ５項３目公共下水道費であります。これは下水道特別会計の２６年度決算

確定に伴う減額でございます。 

  ９款消防費、１項２目非常備消防費でございます。１４万７千円、これは

消防団員安全装備品整備等助成金を活用した事業でありまして、ヘッドライ

トを購入し各分団に配置するというものであります。説明欄にありますよう

に、全額助成金で充当されるものでございます。次のページをお開きくださ

い。 

  １０款教育費、６項１目保健体育総務費であります。これはスポーツ推進

委員の研究大会参加旅費の追加でございます。次のページをお開きくださ

い。 

  １１款災害復旧費であります。１項１目農地農業施設災害復旧費、説明欄

にありますように補助災害復旧費１,２７１万６千円の追加を行っておりま

す。これは６月から８月にかけて豪雨による災害復旧に要する経費として１

０カ所分生じておりますので、その分の補助申請に要する経費、測量等の委

託料、そして工事請負費として１,２００万円を計上したものであります。

これにつきましても、財源の欄に記載しておりますが、補助金、地方債の発

行を今回計上しております。次のページをお開きください。 

  １４款予備費です。これは歳入歳出見合いによる調整をしております。そ

れでは次に歳入についてご説明いたします。７ページをお開きください。  

  １款町税でございます。１項１目個人ですが、説明欄にありますように、

普通徴収分、給与特別徴収分、年金特徴分で増減がありまして、合わせて２

千万円の増額を行うものであります。 

  ２項１目固定資産税、現年度課税分として１,６９０万円を減額しており

ます。これは評価替えの年度にあたり、評価替えの結果、家屋の減が見込み

をさらに下回ったというものでございます。 

  ８款地方特例交付金でございます。説明欄、減収補てん特例交付金、これ

は交付決定がありましたので、その分、増額を行ったものであります。次の

ページをご覧ください。 

  ９款地方交付税であります。説明欄にありますように、地方交付税１億

８,３０１万４千円を増額としております。これは交付決定がありまして、

交付決定に合わせた増額であります。主に今回、２７年度から創設された人
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口減少特別対策事業費という項目が需要額の項目として追加になりまして、

その増が大きく影響したものであります。次のページをお開きください。  

  １１款分担金及び負担金でございます。説明欄にありますように、各園の

保育所の保育料であります。各園とも園児数並びに負担金算定の階層区分等

が確定をいたしましたので、増減を行ったものであります。次のページをお

開きください。 

  １３款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金でございます。まず国民健

康保険基盤安定負担金でありますが、これは歳出の折に説明いたしました

が、保険基盤安定事業の制度改正による増額であります。 

  児童福祉費負担金の児童措置費私立保育園・認定こども園とありますが、

これは保育所等の運営費の増額補正に伴う国庫支出金の増額であります。 

  ２項１目民生費国庫補助金であります。民間保育所施設整備補助金８ ,８

１４万５千円の増となっております。これは主に次のページで説明します

が、県補助金として当初予算は計上しておりましたが、国庫支出金というこ

とになりましたので、内訳としましては８ ,７９６万５千円、これを組み替

えております。なお、開設準備加算金１８万円が今回追加になっております

ので、併せて計上したものであります。 

  ５目総務費国庫補助金であります。社会保障・税番号制度導入のためのシ

ステム改修支援補助金であります。これは先ほど歳出の折に説明しました

が、システム改修の委託料の減に伴いまして補助金も減となっております。 

  個人番号カード関連事務補助金であります。これは当初予算で委託金とし

て計上しておりましたが、補助金という措置になりましたので、５０６万１

千円を組み替えております。そして、交付事務の補助の追加というものが４

５万７千円ありましたので、併せて計上したものであります。 

  ３項１目総務費委託金であります。個人番号カード関連事務交付金であり

ますが、先ほど説明いたしましたように、委託金から補助金へ組み替えを

行って減をしております。 

  民生費委託金であります。特別児童扶養手当事務費委託金、これは追加決

定がありましたので、計上したものであります。同額を歳出でも計上してお

ります。次のページをお開きください。 

  １４款県支出金であります。１項２目民生費県負担金であります。説明欄
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の国民健康保険基盤安定負担金でありますが、保険基盤安定事業制度の改正

に伴う増額で、県負担分の増額であります。 

  児童措置費私立保育園・認定こども園であります。これも保育所運営費の

増額補正に伴う県負担分の増であります。 

  ２項２目民生費補助金であります。民間保育所等施設整備費補助金でござ

いますが、先ほど国庫支出金の方で説明しましたように、国庫補助に組み替

えて減額としたものであります。 

  ５目農林水産業費県補助金であります。農業経営対策推進事業費補助金で

ありますが、これは歳出の折に説明しましたように、青年就農給付金１１２

万５千円、そして集落営農法人安定化支援事業費交付金３０万円、歳出と同

額、全額措置されるものであります。 

  次に、農村災害対策整備事業費補助金１００万円であります。これも歳出

の折に説明しましたように、ため池一斉点検というものが今回行われまし

て、全額県費で充当されるものであります。 

  松くい虫損失補償金でありますが、これも区域の拡大がありましたので、

歳入も増となっております。 

  １１目農水施設災害復旧費補助金であります。農水施設災害復旧費補助金

として９６０万円、工事費１,２００万円の８０％を仮補助率として見込ん

だものでございます。次のページをお開きください。 

  １５款財産収入であります。減債基金の利子であります。これは歳出は積

立金として計上しております。国債の運用益の増であります。次のページを

お開きください。 

  １６款寄附金であります。これは農業費寄附金として４２万円、農地災害

復旧費事業にかかる負担金でございます。次のページをお開きください。  

  １７款繰入金です。１項２目介護保険事業特別会計繰入金、さらにその下

の後期高齢者医療特別会計繰入金、２つとも、それぞれの特別会計の２６年

度決算に伴う精算としての増でございます。 

  ２項基金繰入金でございます。まず、下水道事業基金繰入金８千万円と、

減債基金繰入金７千万円、それぞれ減としております。これは交付税の増な

どにより歳入不足がやや解消されましたので、それぞれ減額をしたものでご

ざいます。次のページをお開きください。 
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  １８款繰入金です。２６年度決算確定に伴い、純繰越金の増を行ったもの

であります。次のページをお開きください。 

  ２０款町債であります。１項３目農林水産債でありますが、農道整備事業

債として、これは基幹農道川棚西部の追加分であります。 

  ４目土木債のうち、港湾建設事業債、これは県営事業の減に伴う起債の減

であります。 

  地方特定道路整備事業債、これは町道下組野口線歩道設置工事の追加に伴

う増、これが３１０万円、県道大崎公園線の負担金の増に伴うものが１３０

万円となっております。 

  ７目災害復旧債であります。農地農林施設災害復旧債、これは先ほどの災

害につきまして、補助の残りを起債で充当するものであります。  

  ８目臨時財政対策債です。これは借入額が確定をいたしましたので、４５

０万円追加をするものでございます。失礼しました１９款を飛ばしておりま

した。２７、２８ページをお開きください。 

  １９款諸収入、４項５目であります。長崎県町村会地域振興事業助成金で

あります。これが地域おこしイベント等の助成金でございます。減額が見込

まれるので減としております。 

  地域特産品需要拡大支援事業助成金１３０万円の減でございますが、これ

は番号２９のコミュニティ活性化支援事業助成金、これに組み替えを行って

おり、さらに減が見込まれる５万円を合わせて計上したものでございます。 

  次に、研修助成金、これは自治大等への研修助成金の歳入であります。 

  次の消防団員安全装備品整備等助成金、これも歳出で説明しました装備品

の助成でございます。 

  コミュニティ活性化支援事業助成金は組み換えでございます。  

  電線路移転補償金でございます。これは基幹農道川棚西部の工事に伴い、

本町の光ケーブルの移設が生じておりまして、その分の補償金であります。

以上で、歳入についての説明を終わります。 

  第２表地方債補正について説明いたします。３ページをお開きください。  

  第２表地方債補正であります。先ほど説明いたしました２０款町債と対応

するものであります。変更として、それぞれ４つの事業を変更をかけており

ます。そしてさらに、追加としまして、農地農林施設災害復旧事業２９０万
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円の追加を行っております。合わせまして、総額で今回４億６ ,２８０万円

となるものであります。 

  以上が、平成２７年度川棚町一般会計補正予算（第２回）の内容でありま

す。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

議    長 ここで、しばらく休憩いたします。 

（１０：５４） 

（…休  憩…） 

（１１：１５） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議    長 これから質疑を行います。 

１ ３ 番 村 井 ３８ページ、先ほどの説明で松くい虫防除事業費１３万２千

円、駆除区域の拡大のためという説明がございましたが、これはいつも駆除

している大崎の山頂部分なのか、それ以外の区域なのか。また、松の木何本

分なのかというのがお分かりでしたら説明をお願いいたします。  

農林水産課長  ただいま村井議員のご質問にお答えをいたします。場所は大

崎半島山頂付近一帯でございます。増加しましたのは、のんぽか山を中心と

する一帯でございます。松が成長しまして、守るべき松が増えたということ

で区域の拡大をしております。本数的には、特に決めておりません。面積で

計算をするということで、委託して実施しているところでございます。  

１ 番 山 口 ３８ページの農地費の農道新設改良事業費の１ ,４９６万６千

円ですね、これが基幹農道西部地区の追加工事に伴う地元負担金という説明

でございましたが、どういうかたちでの追加工事が出てきたのか、その点を

お尋ねします。 

農林水産課長  山口議員の質問にお答えいたします。県より一旦補助の確定

の内示がございましたけれども、それを追加ということで７月に通知がござ

いました。その点、今回増額補正ということで計上しております。場所につ

いては、まだ県の方で計画をしてありませんので、その点につきましては、

また今後行っていくこととなっております。以上です。 

３ 番 三 岳 ３１ページのですね、徴収費でございますが、先ほどの説明

ではですね、この４００万円というのは、法人還付が増えたということでご
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ざいますが、この分についてはですよ、歳入の町民税の法人、そういったも

のの減額とかそういったものには影響しないんでしょうか。  

税 務 課 長 三岳議員のご質問にお答えします。この分については、企画

財政課長から説明がございましたように、法人の確定申告に伴う還付につい

ての措置でございますので、歳入については影響はございません。  

２ 番 田 口 ３２ページですが、社会保障・税番号制度導入費のところで

すけれども、その委託料の大幅な減がありますので、その委託料がこのよう

な大幅な減になったのはどういう理由なのかということと、それは下にある

備品購入費の増と関連しているのかどうかということをお聞きしたいと思い

ます。それから、先ほどの説明で住基ネットの安全のために基幹端末を入れ

るという説明がありましたが、その説明をもう少し詳しくお願いしたいと思

います。 

総 務 課 長 田口議員のご質問にお答えをいたします。まず、委託料と備

品購入費の関連でございますが、これについてはまったく関係はございませ

ん。まず、委託料で５５６万９千円の減というふうにいたしておりますけれ

ども、これにつきましては、当初、平成２７年度、２８年度でこの整備がで

きるものとして予算を計上しておりましたけれども、補助申請をするにあ

たって、まとめてこの事業を行うことによって補助の限度額を越してしまう

ということになりましたものですから、２７年度と２８年度に事業を分けて

するということにいたしました。そうすることによって補助の限度まで補助

を受けられるということになりましたので、委託料を減額しているところで

あります。 

  そして、備品購入費のところでございますが、先ほど財政課長からも説明

がありましたけれども、いわゆる基幹系、情報系を有しておりますけれど

も、今回のマイナンバー制度の導入によりまして、基幹系と情報系、これを

完全に区分けをしなさいということになっております。いわゆる基幹系の中

に不正アクセスがないような取り扱いをしなさいということになりましたも

のですから、基幹系は基幹系、情報系は情報系として、いわゆるコンピュー

タを分けるというような作業でございまして、その対応としてパソコンを５

０台購入しようとするものでございます。以上でございます。  

１ 番 山 口 ３２ページの財政管理費の２０万円の増ですが、これはふる
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さと納税の返礼品の委託というかたちの説明だったと記憶しておりますが、

これはふるさと納税というのが、当初よりも増えつつあるような判断をして

いいわけですかね。 

企画財政課長  お答えいたします。現在、当初予算で見込んでおりましたの

が、おおよそ４０件程度ということで見込んでおりました。それで、３月の

議会で一般質問でありましたように、寄附額が２万円につき１品としており

ましたけれども、それが上がることに品数を増やそうということになりまし

て、その分で返礼品の数が大きくなっていると思います。そして、先ほど申

し上げましたように、４０件見込んでおりましたのが、８月末現在で２４件

ということでですね、昨年のペースよりも寄附の件数が多い状況となってお

ります。したがいまして、今後見込まれる分もですね、予算不足なくすぐに

返礼品をお渡しできるようにということで考えております。おおよそ６０件

程度いくのではないかというふうに見込んでおります。以上です。  

１ ２ 番 福 田 先ほどの田口議員の質問に関連しますが、タッチパネルとい

うものも含まれているということですが、これは個人が、町民が直接自分の

情報を見たいときに使われるのかなと思いますが、そういう理解でいいの

か、それはまた１年後、２９年１月あたりからの運用じゃなかったかと思う

んですが、そこらへんの説明をお願いしたいのと、もう一つ５０台を導入さ

れますが、導入の時期とですね、それにあたっての職員の研修といいます

か、取り扱いについての職員間の学習というのは、どういうふうに取り組ま

れているのかお聞きします。 

総 務 課 長 まずパソコンの導入のことでございますけれども、まず時期

につきましては、これについては国からの指導等もございますが、１０月５

日までには整備をしなさいということで来ております。しかしながら、１０

月５日までに機械が揃うのか、据え付け等に時間が足りるのかということも

ございます。しかしながら、取り付け時期等については、導入の時期等も勘

案しながら、できるだけ早い時期に設置をしたいと考えております。この取

扱説明についてですけれども、基本的には現在使っておりますパソコン、い

わゆる情報系、それから基幹系、これらを同時に使っておるのを単純に分け

ると。機械を分けて操作をしますので、操作上は特に問題ありませんけれど

も、内容についての説明は後ほど加えていきたいと思っております。以上で
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ございます。 

企画財政課長  タッチパネルについてご説明いたします。住民係の窓口に置

くものでありまして、個人番号カード交付の際にですね、ご本人がタッチパ

ネルで暗証番号を入れると。本人認証用の機械というふうに聞いておりま

す。以上です。 

１０番髙以良  ３８ページ。農業振興費の中の農業経営対策事業推進費です

が、説明では青年就農者、一組の夫婦への助成が１１１万円ぐらいというこ

とでしたが、当初予算にも計上があっていたようで、そのときに説明があっ

ていたのかもしれませんが、私が事前の調査とかできていなくて分からない

部分がありますのでお尋ねしたいんですが、この補助金については、定額で

補助がなされるのか、あるいは新たに始めようとする農業の事業内容によっ

て金額が変わるものなのか。今回の助成対象者については、町外からの新規

就農者なのか、あるいは町内経営者の新規就農なのか。それと、この助成対

象には、例えば農家の子どもが学校を卒業して新たに農業を始めようとする

場合にも助成の対象になるのかということについてお尋ねします。  

農林水産課長  それでは髙以良議員のご質問にお答えいたします。金額につ

きましてはですね、青年就農給付金、今回は経営開始型ということで、年間

最大１５０万円ということで、額で決まっております。一人あたりですね。

今回はご夫婦ということでしたので、その場合は１．５人分ということにな

ります。金額としては１．５倍ですね。期間が１年間ではございませんの

で、その分減額した金額を計上しているところでございます。今回、新規就

農される方は町内在住で、これまで非農家の方でございます。  

  もう一件の、農家の子どもも対象になるのかということですが、すみませ

ん、ちょっと今資料として手元にございませんので、後ほど回答させていた

だきたいと思います。 

１ ２ 番 福 田 ３９、４０ページの商工費、３目観光費についですけれど

も、その中の説明で「Ｌｏｖｅｆｅｓ２０１５」だったですかね、ちょっと

書き取れてなかったんですけれども、これがもうすぐあるということですの

で、もう少し事業の内容と、それにかかる総額をお聞きしたいと思います。 

地域政策課長  福田議員のご質問にお答えいたします。「Ｌｏｖｅｆｅｓ２

０１５」についてのご質問でございますが、長崎市の海辺の森公園で開催さ
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れるミュージシャンなどによるステージイベントが魅力のイベントとなって

おります。集客人数につきましては、約１５万人で当初参加する予定ではな

かったのですが、このイベントの中で観光名所や特産品などを発信する機会

が与えられるということで、今回参加することにいたしました。県内８町す

べて参加することになっております。 

  事業費につきましては、今回は総額で２５万円ということで予定しており

ます。以上でございます。 

４ 番 久 保 田 お尋ねします。４１、４２ページ。港湾費の中で、港湾建設

費が２２６万７千円、当初予算よりも縮小されたと言われましたが、縮小さ

れることによって支障は出ないのかお尋ねします。 

建 設 課 長 久保田議員のご質問にお答えいたします。港湾建設費ですけ

れども、この中身につきましては埋立地の緑地の方が今年度基本設計と実施

設計を行うように当初しておりましたけれども、それが基本設計だけになっ

たということで１,５００万円の減額になっております。 

  それともう一つ、建設海岸ですけれども、今県の方で小串、惣津、新谷の

海岸に開口部対策、ドアを付けております。それを当初９００万円の予定で

したけれども、３４０万円で川棚町の分については完了したということで減

額をしております。実施設計が来年度に回りますので、整備の時期が少し遅

れるというふうなことはあります。以上です。 

２ 番 田 口 ４４ページの非常備消防費ですが、消防団にヘッドライトを

配備するという説明でした。その予算が１４万７千円ですけれども、ヘッド

ライトが何台配備されるのか。また、それは分団別にはどうなるのかについ

てお伺いします。 

総 務 課 長 田口議員のご質問にお答えをいたします。非常備消防費の中

で、ヘッドライトの購入ということでいたしておりますけれども、ヘッドラ

イトということで言いましたけれども、頭にベルトで額の真ん中に光るよう

な、それをヘッドライトと言っておりますので、車のヘッドライトではござ

いません。これを７０個購入する予定でございます。分団等への配布につき

ましては、分団長会等におきまして配分の決定をしていきたいと、このよう

に考えております。以上でございます。 

６ 番 堀 田 ４０ページの観光・物産振興事業費で委託料が３０万円減額
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になっておりますけれども、どういった事業の見直しをされたのか教えてい

ただきたいと思います。 

地域政策課長  堀田議員のご質問にお答えします。この３０万円の減額につ

きましては、９月２１日から１１月２１日まで、「第３回いい肉日本一フェ

ア」というのを開催するようにしておりますが、その事業の中身を見直しま

して、３０万円の減額をしたということでございます。 

  事業の内容の見直しといたしましては、期間中に一度人を集めたイベント

を実施するようにしていたんですが、そのイベントについては、あまり効果

が見込められないというような判断から取りやめることにいたしました。そ

の分の３０万円を減額したものでございます。 

１ ２ 番 福 田 ４１ページ、４２ページ。土木費の道路改良費ですか。下組

の歩道設置だったかと思うんですが、ちょっと書漏らしておりまして、この

事業で公有財産購入費というのが出てきまして、事業がこれで進むのかと思

いますが、その事業の見通しについて説明をお願いします。  

建 設 課 長 福田議員のご質問にお答えいたします。まず、場所ですけれ

ども、エレナの入り口、みつば乳児保育園の方になります。そこの対面に町

道下組野口線が取りついております。ここは、今年の１月の子ども議会で危

ないということで、一部、ガードパイプを延ばして横断歩道の安全対策をし

ておりますけれども、この下組野口線とエレナのセンターがずれておりま

す。それで危険な状態になっております。ここは朝の通勤、通学、エレナの

開店と重なり、さらに常在寺の方の仏崎線と言いますけれども、そこが７時

から８時半まで進入禁止となって、そこを曲がる車が相当量多くなっていま

す。そういったことからですね、元の富士建材、今は特定非営利法人生援会

というふうなところの所有になっておりますけれども、そこの土地を一部相

談をしまして購入して、交差点の修正と町道の拡幅、約４０メートル程度歩

道を設置したいというふうに考えており、今回、用地の相談が整いましたの

で用地を購入して、来年度工事をしたいというふうに考えております。以上

です。すみません。元冨建のところです。 

１０番髙以良  ４６ページ。保健体育総務費のところの金額は小さいです

が、当初予算に６万円計上してあったんじゃないかと思います、それで今回

７万５千円ということですが、当初で予定した範囲内での研修参加というこ
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とでは収まらなかったのか。例えば人員が増えたのか、行き先が変わったの

か分かりませんが、そのへんの経過についてお尋ねします。  

教 育 次 長 この件につきましては、今回の全国スポーツ推進委員会とい

うのが開催されます。そこに３０年スポーツ推進委員の方がいらっしゃいま

して、その表彰も兼ねて、新たに研修をしていただくということで増額をし

ております。以上です。 

１ ３ 番 村 井 ４８ページ。災害復旧費ですけれども、これは自然が相手で

ありますので、いつなんどき災害があるか分からないんですけれども、かな

りの額だと思っております。何カ所程度なのか、また大きな主な災害復旧に

かかるのがどこの場所だったのか、そういうところがお分かりでしたら説明

をお願いします。 

農林水産課長  災害復旧の箇所数につきましては、企画財政課長の方から説

明があったと思いますが、総計で１０カ所でございます。農地につきまして

は６カ所、施設につきましては４カ所ということになっております。  

  大きな災害ということですが、１カ所最大で１６０万円という規模が２カ

所ございます。極端に大きなものはないということということで回答させて

いただきたいと思います。 

  お尋ねの中に災害の箇所ということでお話があったのを回答しておりませ

んでした。これにつきましては町内一円でございます。多いのは山間部の方

の木場地区でありますとか猪乗地区でございます。あとは、中山、岩立、下

組、そういうところで町内一円となっております。先ほど大きな金額、工事

費として１６０万円と申しましたけれども、すみません。訂正をさせていた

だきたいと思います。２００万円でございます。現在、大まかな計算ではご

ざいますけれども、２００万円ということで計上しておるところでございま

す。以上です。 

１ 番 山 口 ４２ページですが、道路新設改良事業費のですね、１５０万

円ということで、説明では県道大崎線の工事にかかる地元負担金ということ

でございますが、大崎線のどの部分をどのような工事をするのか説明をお願

いしたいと思います。 

建 設 課 長 山口議員のご質問にお答えいたします。この場所ですけれど

も、県道大崎公園線の国道からの入り口、マユミさんの整備工場がありま
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す。そこが用地が整ったということで、今年度追加で拡幅をしたいというこ

とであります。以上です。 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４４号「平成２７年度川棚町一般会計補正予算（第２

回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第４４号「平成２７

年度川棚町一般会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１１：５２） 

議    長 ここで、しばらく休憩いたします。 

（１１：５２） 

（…休  憩…） 

（１３：１３） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議     長  次に、日程第５、議案第４５号「平成２７年度川棚町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理由の

説明を求めます。 
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町     長  議案第４５号「平成２７年度川棚町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１回）」について、提案理由をご説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１ ,８７５万１

千円を減額し、歳入歳出それぞれ２１億８２万３千円にしようとするもので

あります。なお、今回の補正の内容につきましては、去る９月８日の全員協

議会において、ご説明をさせていただいたところでありますが、前期高齢者

交付金の算定などにおいて、大きく誤差が生じたため、やむを得ず基金を取

り崩し、対応をすることにしたところでございます。その結果、基金残高が

わずかとなり、今後の財政運営が厳しくなることが予想され、議員の皆様に

は大変ご心配をおかけし、はなはだ遺憾に思っているところでございます。 

  今後、国保運営協議会等のご意見を伺いながら、財政状況の改善に努めて

まいりますので、議員各位のご理解を賜りますよう、よろしくお願いいたし

ます。なお、補正の詳細につきましては、健康推進課長から説明をいたしま

すので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

健康推進課長  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書にて

説明いたします。歳出からご説明いたしますので、１６、１７ページをお開

きください。 

  １款総務費、１項１目一般管理費につきましては、高額療養費データシス

テムの委託料を役務費より流用しておりました。その分を補正するものであ

ります。次のページをお開きください。 

  ３款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金につきましては、平

成２７年度支援拠出金額の交付決定に伴い増額をするものであります。次の

ページをお願いいたします。 

  ４款前期高齢者納付金等、１項１目前期高齢者納付金につきましては、平

成２７年度拠出金額の決定に伴い減額をするものであります。次のページを

お願いいたします。 

  ７款介護納付金、１項１目介護納付金につきましても、平成２７年度拠出

金額の決定に伴い、当初予算の見込み額より減額をするものであります。次

のページをお開きください。 

  ８款保健事業費、２項２目あんま・はり・施術費は、施術費に対する補助

でありまして、利用者の増により増額をするものであります。  
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  同じく３目保健事業特別対策事業費は、医療費動向分析の資料の作成にか

かる臨時職員の賃金を増額するものであります。なお、この作業に対する賃

金につきましては、県からの補助、調整交付金の対象となっております。次

のページをお願いいたします。 

  ９款基金積立金、１項１目積立金は、基金利子の見込み額を補正するもの

であります。次のページをお願いいたします。 

  １２款予備費、１項１目予備費は、歳入歳出の見合いにより補正をするも

のであります。次に、歳入をご説明いたします。６、７ページにお戻りくだ

さい。 

  ４款県支出金、２項１目財政調整交付金につきましては、歳出でご説明い

たしました保健事業特別対策事業費の県補助について増額をするものであり

ます。８、９ページをお願いいたします。 

  ６款前期高齢者交付金、１項１目前期高齢者交付金の減額補正につきまし

ては、前期高齢者交付金の交付決定額に伴い補正するものであり、当初予算

計上において２５年度精算分の算定において大きく誤差が生じたため、この

ような大きな減額補正となったものであります。次のページをお願いいたし

ます。 

  ８款財産収入、１項１目利子及び配当金は、基金利子の見込み額を補正す

るものであります。次のページをお願いいたします。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金は、平成２７年度から改正されまし

た低所得者数に応じた保険者への財政支援分として、算定基準の変更によ

り、国、県、町の負担分を繰入金として増額するものであります。  

  なお、細節３の職員給与費等繰入金は、歳出で説明をいたしました１款１

項１目一般管理費における補正の町負担分であります。 

  同じく２項１目財政調整基金繰入金は、７款前期高齢者交付金が当初見込

み額より大幅に減額をされたこと、２６年度決算における繰越金が当初見込

みより確保できなかったことにより、財政調整基金を３ ,１８０万円取り崩

すこととし補正を計上しているところでございます。次のページをお願いい

たします。 

  １０款繰越金、１項１目その他繰越金、前年度繰越額の確定による減額補

正であります。以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきます
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よう、よろしくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

１ 番 山 口 全体に係わるわけですが、前期高齢者交付金が算定より５ ,０

４７万９千円減額であったと、そして結果的に収支からいけばですね、最

終的に予備費が６６万円しか残っていないと。わずか当初予算４月から始

まって、半年たったところの補正で予備費が６６万しかないということで

あればですね、この国保会計が今後運営していく中で、６６万円という予

備費の中で運営ができるのかどうか。そこのところの判断をお聞きしたい

と思います。 

健康推進課長  山口議員の質問にお答えをいたします。予備費の残額等がこ

のように少なくなった中で、今後財政運用ができていくのかという質問で

ありますけれども、今後の見通しにつきましては、給付費の伸び、それか

ら翌年度の精算分、国、県の補助等の精算分、これらが決定されておりま

せんので、はっきりとは言えませんけれども、年度内の不足が生じること

は考えられます。そういった中で、財源をどのように確保していかなけれ

ばならないかというところが問題となってきますけれども、財源の確保に

ついては繰上げ充用であるとか、一時借入金といった部分で賄っていかな

ければならないのかなと考えております。それに伴いまして、保険税の税

率の改正、これも含めて考えていかなければいけないのかなと考えており

ます。以上です。 

１ 番 山 口 関連でございますが、結局、予備費が６６万円ということ

で、財政運営からいけば、おそらくかなり厳しいというよりも、実質的に

は不足する可能性もあると。その場合に、一時借り上げ、それから繰上

げ、いわゆる流用、そういった手法をとる中でですね、財政調整基金も町

長の説明でありましたとおり、わずか１４万円しか残っていないと。そこ

に持ってくる財源そのものがないわけですが、これが国民健康保険税ので

すね、値上げ等を検討せざるを得ないということになればですね、いわゆ

る今年の４月に引き上げをしたばかりです。それが２年連続引き上げに

なってしまうと。果たしてこれがですね、町民に対してどういうふうな説

明を考えておられるのか。それをお聞きいたしたいと思います。  

健康推進課長  税率改正につきましては、今後、国保の運営協議会等に諮り
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ながら、財源がどれぐらい必要であるとか、どれぐらいの引き上げをして

いくのか、何年かにわたって税率を改正しながら国保の財源を確保してい

くのか。その部分についても、協議会においても話をしていきたいと考え

ております。２年連続の改正になる恐れがあるというところなんですけれ

ども、前回の改正におきましては、財源不足のすべての解消には至らない

ところではありますけれども、なるべく被保険者に対しては低い税率改定

を行っていきたいというところで改定をしたところであります。  

  今回、このように急激に財源が不足していくというのを計算見込みが甘

かったというところもございます。ただ、財源はですね、２７年度からの

改定、それだけでは財源のすべての解消にはほど遠いというところから、

１年から２年後の税率改正につなげていきたいという思いは前回の改定の

ときからございました。 

  町民に対する周知等につきましても、このような厳しい財政と、それから

税率改正の折からは様々な周知の方法をとって町民の皆様にもご理解をし

ていただきたいと考えております。以上です。 

２ 番 田 口 今年度の話と来年度以降の話があり得ると思うんですが、す

でに税率改定のことなど、来年度以降のことに触れるような議論になって

おりますので、ちょっとその点で聞きたいと思いますが、平成３０年に広

域化するというふうな方針であると聞いておりまして、そして３０年に広

域化するということは、そういうことなのかということと、そうすると、

それまでは２８年度と２９年度と２年間なので、２年間を何とか持ちこた

えれば、３０年の広域化の当初の時点では基金ゼロでもよいのではないか

と思われるので、何とか税率アップをしなくても持ちこたえる方法も考え

てよいのではないかということを思われるんですけれどもどうなんでしょ

うか。 

健康推進課長  まず初めに、３０年の広域化について説明をさせていただき

ます。平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となって、安定的

な運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担っていくの

が法律で定められたところです。 

  この３０年度からの都道府県下広域化というのは、変更はないと、そう思

われます。ただ、保険者が県だけになるというわけではなくて、県と市町
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が共同で保険者として財政運営をしていくということになっております。

市町村の役割としましては、資格管理であるとか、保険給付、保険税率の

決定、賦課徴収、それから保健事業等というのが国から示されておりまし

て、内容的にはほぼ今と事業内容は変わらないんではないかと考えており

ます。したがいまして、財源、財政についても、それまでを持ちこたえれ

ばよいということではなく、それ以後の財政運営についても、引き続き市

町村の責任として担っていく必要があるのではないかと考えております。

３０年の広域化というのは、今説明させていただいた内容ですので、財源

的には今までどおり確保をしていかなければならないと考えております。  

２ 番 田 口 平成３０年の広域化の時点でですね、この国民健康保険税が

どういう水準になるのかという見通しはどうなんでしょうか。というの

は、現行より平成３０年の広域化の時点で上がるのか、それとも平成３０

年の広域化の時点で現行より下がるのか、そこらへんの見通しと関連する

のではないかと思うんです。というのは、もし来年度、この保険税を上げ

てですよ、さらに２年後の平成３０年度に下がるとなったら、上げたり下

げたりということになりますよね。あるいは、平成３０年に上げざるを得

ないのであれば、来年から同じレベルに上げておいてもいいのではないか

とも考えられるわけなんで、３０年の広域化の時点での保険料水準との兼

ね合いというのは、どのように考えればいいのでしょうか。  

健康推進課長  今、国の方から示されている分につきましては、保険料率の

決定、賦課、徴収、これにつきましては市町村が行いなさいということに

なっております。保険料率は市町村ごとに決定するということになってお

ります。市町村は、県に対して県が決定した保険事業費納付金、この納付

金というのを市町村が納付していくということになっております。この納

付金につきましては、市町村ごとの医療費水準、所得水準を考慮というこ

とになっておりますけれども、現在のところ市町村で集めた保険料率を決

めて徴収します、その金額イコール、市町村が県の方に納付する納付金、

これがイコールであるかというのは、今はちょっとまだつかめておりませ

ん。ほぼ、イコールの金額で決定はされてくるんだろうとは思っておりま

すけれども、ここについてはまだ確定はしておりません。以上です。  

４ 番 久 保 田 先ほど課長の答えの中で、町民に対する周知、税率改正の理
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解、さまざまな周知をして理解を得たいとおっしゃっていましたが、これ

までも保険料を上げるときにですね、町民の方に納得をいただいて上げた

というのではなくて、上げましたからご協力を願いますという周知の徹底

だと思うんですね。今でさえ、高い保険税で町民の人たちは苦しい思いを

しております。もう法定外の繰り入れを考える時期ではないかと思うんで

すけれどもどうでしょうか。 

健康推進課長  久保田議員が言われました町民に対する理解の求め方、広報

につきましては、前回は１０月か１１月号だと思うんですけれども、国保

の財政が大変厳しい状況にありますと。その中で、国保の運営協議会にお

いて、税率改定によって今協議をしているところですという事前の広報周

知はしております。それ以前の改定の時期については、どういうされ方を

したのかというのは調べておりませんけれども、前回の税率改定の時期に

おいては、そういった周知、それから改定後の周知は行っております。  

  法定外繰り入れにつきましては、私の方から述べることではございません

ので、発言はここでは私の方からは控えさせていただきます。  

３ 番 三 岳 今回の補正、これにつきましてはですね、前総務厚生委員会

としてですね、１１月に税率改定についてですね、審査をしてきた経緯が

あります。その中でですね、この保険給付費の３ヵ月相当分をですね、基

金として積み立てておくようにという指導があっていると。そしてなおか

つですね、平成２８年度末には５,７００万円の保有があるということで、

安定した経営ができるよという説明を受けております。そして、先ほど、

課長が言われたように、改定率というのをなるべく抑えてということで、

町民の方の負担を軽くするという考えで一部基金を取り崩しをされたとい

う予算編成になっていたと思います。そういった中でですね、今回、前回

の税率改定で、小幅な引き上げだったということになろうかと思うんです

が、これについて言えばですね、じゃあ２７年度の医療費等の予測と言い

ますか、そういったものが不十分だったのかなという気がするわけです

ね。また議会としてもその段階で議決をしたわけですから、議会にも責任

があるのかなというふうにも思っているわけですね。ですから今回も、基

金等が枯渇してしまうと。じゃあこの事業運営について安定した経営がで

きないと。先ほども町長も言われたように、課長の答弁にあったようにで
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すね、今後、医療費等が増えていった場合、本町の負担分が当然発生する

わけですから、それについては何らかの手当てをせんばいかんわけです

ね。そういったことについても含めてですね、この２年続けて税率改定と

いうのが、もう見えているというふうに思うんですが、そういった意味で

は昨年１２月の税率改定条例についてですね、将来の予測が甘かったのか

という話もあっておりますがですね、そこらへんはなぜそういった低い税

率、そういった予測をされたのかですね。原因はそこにあるんじゃないか

と思いますが、その当時のですね、議会に対する説明というのが、それで

いいよという話になったのもですね、納得ができないような気がするわけ

ですね。というのは、医療費というのは毎年上がっていると、そういった

中での税率改定であり予算編成であるというふうに思っておりますので、

完全に予測を誤ったのかどうかですね、そこらへんはどういうふうに考え

ておられますか。 

健康推進課長  前回での税率改定の件なんですけれども、２４年度に税率を

改正したこともありまして、基金の取り崩し額が２千万円程度で推移をし

ておりました。それから、２７年度から社会保障税の一体改革によりまし

て、国保への財政支援の拡充が図られると、そういった部分も追加加味を

しておりました。それによりまして、一人当たり５千円程度の財政改善効

果が見込まれるという情報も得ておりましたので、その見込みで２千万円

程度と。また３０年度からさらなる拡充をされると。本来の増収を図りた

かった分、それらを先ほど言いましたように、なるべく低い税率改定を

行って、１、２年後の改定へつなげていきたいという考えもございまし

た。 

  給付費の推移につきましても、そのときには見込みは立てております。給

付費につきましても、年々増加をしております。それから、被保険者は国

保は大変出入りが激しく、また収納につきましても税の経済状況に収入が

主に反映されてきますので、経済状況、そういったものもかなり左右され

るところがございます。 

  そういったところで計算をしていったところですが、今回、このように差

が出てきてしまったというのは事実でございます。以上です。 

３ 番 三 岳 今回の補正ではですね、基金がまったくなくなるというかた
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ちになるんです。先ほど質問の中で言いましたように、３ヵ月相当分の医

療費を確保しなさいということになっていると思うんですね。そうすると

それは突発的な部分で、医療費が増えた場合は対応できないということに

なるんですね。それは先ほど課長が一時借入とかそういったもので対応し

たいということだったと思うんですが、今回、基金を取り崩さずですね、

一時借入とか、そういったかたちを先にとっていくという考えはないので

しょうか。 

健康推進課長  基金の取り崩しによる運用を第一に図ったというところで

す。以上です。 

２ 番 田 口 今回、この補正予算においてですね、非常に厳しい状況に

なっておるのは、前期高齢者交付金が５千万円減になったということと、

前年度からの繰越金が、２千万円の予定だったのが５００万円にしかなら

なかったという、１,４４０万円の減というのが大きな要素であると思いま

すが、それはなぜそういうふうになったというふうに原因を分析しておら

れるのでしょうか。 

健康推進課長  まず、前期高齢者交付金の算定が大きく違った理由でござい

ますけれども、この前期高齢者交付金というのは、６５歳から７４歳まで

の医療費、これに対しての交付額が決定されます。本年度でいきますと、

過去の一年間の前期高齢者の方が使われた医療費、それに対する交付金が

本年度分ということで交付されます。今年度分については、算定が当初予

算計上時にはできていたのですけれども、この本年度分に対して前々年度

分の医療費に対する決定額、この金額を算定しきれていなかったというの

が原因であります。この２５年度分の精算分につきましては、例年、国の

方から概算額が示されているんですけれども、平成２７年度の予算策定時

には、国の国政選挙の関係で、国からの概算額が示されていなかったため

に、この前々年度の精算額について計算が大きく誤差が生じたというとこ

ろになります。 

  それから、繰越金の減額につきましては、前年度第４回補正において、収

入減における補正をしていただいております。国の療養給付費の負担金、

それから国の財政調整交付金、これらが非常に大きな減額が来ておりまし

て、当初２千万円ほどの繰越額があるだろうというところで考えておった
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んですけれども、５００万円程度に下がってしまったというところでござ

います。以上です。 

３ 番 三 岳 今のですね、前期高齢者の納付金についてお尋ねしたいんで

すが、これは支払基金から交付されるということで、例えば介護保険の予

算書等を見てみますとね、財源としては特定財源のその他になっているん

ですね。この国保会計でいきますとね、税と同じく一般財源で処理をして

あるんですね。今回の補正で、そこが特定財源とした場合はですね、この

減額された分についてはですね、特定財源で上がって、療養給付費、医療

費の中で財源補正が出てくるのかなと思って、ずっと過去を調べたんです

けれども、過去にも一般財源で処理をしてあります。ただ、支出をされる

のはですね、支払基金からでありますので、これは特定財源かなと思うん

ですが、そのへんはどうなんですか。 

健康推進課長  財源区分が介護保険と国保会計で支払基金からの交付金につ

いて、財源区分が違うというところのご指摘ですけれども、調べて後で報

告するようにしてよろしいでしょうか。 

町     長  今、議員各位から縷々ご質問があっておりますけれども、冒

頭、申し上げましたとおり不測の事態が生じておりまして、皆様には大変

ご心配をおかけして申し訳なく思っております。そういった中で、先ほ

ど、三岳議員から基金の取り崩しの前に一時借入金をすべきではないかと

いうご提言がありましたけれども、実はこういった状況になって予算編成

ができない場合には一時借入金をして、借り入れてそこをしのぐというこ

とはあろうかと思います。しかし、基金はこういった不測の事態を想定し

て積んでおりまして、今回はその基金を活用して予算編成ができておりま

す。したがって、三岳議員の先ほどの質問はそうではないというふうにお

答えをさせていただきたいと思います。 

  それから、こういった事態が生じましたので、今後のことでご心配をいた

だいているわけでございますが、このままの状態でいきますと、今回は医

療給付費の補正はしておりませんので、だいたいこの予算で年度末を迎え

ることができれば、大変ありがたいと思っております。先ほど、担当課長

が答弁いたしましたのは、例えば一時借入をするとか、来年度、保険税の

値上げをするとか、これにつきましてはあくまでも担当課長は事務方とし
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ての方法論を述べただけのことでありますので、例えば先ほど久保田議員

から、法定外繰り入れをすべきではないかという発言がございましたけれ

ども、現時点ではそういったことは考えておりませんので、今回の補正予

算の中で運営ができていけばというふうに、そういったことで努力をして

いきたいと考えております。 

  万一、そういった皆さんが心配されているような状況が発生した場合に

は、その時点でご提案を申し上げたいというふうに思います。この国保会

計につきましては、あくまでも被保険者の相互扶助の精神が基本となって

おりまして、保険税と国からの交付金等々を財源として運用しております

ので、こういった事態が生じたわけでございます。ぜひ、ご理解を賜りた

いと存じます。以上でございます。 

議    長 他に質疑はありませんか。 

１ 番 山 口 確かに、この補正予算を見れば、間違いなく補正予算として

は現時点としては赤字になるというようなことは見えないわけですね。こ

れは想定論でございます。年度内にかなり厳しいというのが予測されるだ

けであると。しかし、この補正予算を見ればですね、この国保会計につい

てですね、先の見通しがなければですね、また同じことが次の１２月議

会、３月議会でも同じことが議論されるんではないかと。そうすれば、も

うほとんど補正予算の段階で財政調整基金も１４万円しか残っていない、

予備費も６６万円しか残っていないと。そうすれば、先のことはある程

度、来年度以降の予算編成が大変厳しいということも目に見えているわけ

です。そういう中で、やはり長期的なビジョンというのも含めて、説明を

聞きながらですね、この補正予算に対する理解を私らは深めたいと。当

然、先ほどの課長からの答弁でございましたが、町民に対する説明責任、

これはやはり２年連続の引き上げになるわけですから、これについてはで

すね、十分なかたちで私はやっていくべきではないかと思いますが、その

点はどう考えられるかお聞きしたいと思います。 

健康推進課長  財政運営の将来的なビジョンということですけれども、先ほ

ど申しましたとおり、国保の運営協議会を至急開催するように準備を進め

ております。そういった中で、今後の国保財政について、将来的なビジョ

ンを構築していかなければならないと考えております。その国保運営協議
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会の状況につきましても、議会の皆さんの方に報告をしながら進めていき

たいと考えております。また、町民に対する説明責任につきましては、あ

らゆる方法、手段を使いまして町民の皆さんにご理解いただけるように努

めてまいりたいと考えております。以上です。 

１ 番 山 口 関連でですね、町民への責任というのが、あらゆる方法とい

う説明だけでですね、どういうふうなかたちをとろうとしているのかです

ね、具体的な方法論というのはやはり示していただきたい。あらゆる方法

というのはですね、本当に抽象的でですね、従来通りの広報かわたなの方

に通り一遍で国保の財源がぎりぎりいっぱいになりましたよと。引き上げ

についてご理解くださいと、そういったかたちになってしまうのかです

ね。あらゆる方法というのは、具体的にどういった方法を想定されている

のか、ちょっとそこをご説明いただきたいと思います。以上です。  

健康推進課長  あらゆる方法というところで、いろんな方法があると思いま

す。今のところ、具体的な方法というのは持ち合わせておりませんけれど

も、先ほど言いました国保の運営協議会の委員のみなさんであるとか、課

の中でも話をしながら、どういった方法で住民のみなさんに理解をしてい

ただけるのかということについても、いろんな方策を今後考えていきたい

と思っております。以上です。 

４ 番 久 保 田 それでは、国保の運営協議会の中で、前回の値上げの時に、

それは厳しいのではないかという意見をお持ちの方はいらっしゃるんで

しょうか。 

健康推進課長  その運営協議会において、税率の改正の種類と言いますか、

何パターンか示しております。その中で、一番低いパターンで決定をして

いただいたところで、その運営委員さんのところからは、それに対して非

常に高いんではないかと、そういった意見はございませんでした。  

議     長  大変、重要な問題であるということは、行政、議会共に共通

の認識であろうと思います。今回の補正に関する質疑についても、大方出

尽くしたかなと思っておりますが、あと何点かご質問があればお受けを

し、まだご質問をしていない方もいらっしゃいますので、もしあればお受

けして次に進みたいと思っております。他に補正等に関してご質問等はご

ざいませんか。 
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１ ２ 番 福 田 先ほどからの説明によりますと、昨年の国政選挙によって概

算といいますか、今回の予算立てした部分が不透明なところがあって、こ

れまでのデータを参考に予算立てをされておりましたが、予算編成が済ん

だ後になるんでしょうが、国の方から前期高齢者交付金の計算式とか示さ

れてきたのではないかと思うんですよね。そこらへんで試算をされて、予

算立てしたものが合っているかどうか見直しをされていたのか。またそれ

が、されていないにしても、５月に２６年度の補正をして基金を取り崩し

ていますよね。その分と決算の見込み等がだいたい出てくる時期ではな

かったかと思うんですが、この時期に出されると言いますか、私たちに説

明があったのは９月に入ってからですけれども、できれば６月議会のとき

に大まかな説明とか、７月とかにも説明があってもよかったんじゃないか

と思いますが、そこらへんの経過はどうでしょうか。 

健康推進課長  この前期高齢者交付金の決定につきましては、６月の上旬

だったと思いますけれども、その頃に決定の通知が来まして、６月の補正

には間に合わなかったというところでございます。以上です。  

１ ２ 番 福 田 私が聞きたかったのは、例年であれば、国政選挙がなければ

１２月以前にそういう計算式が示されて、予算立てがされたんだろうと思

います。それができなかったけれど、選挙後になったかもしれませんが、

そういった計算式が示されたのではないかと。それに基づいて、予算立て

の見直しというか確認をされたのかどうかお聞きします。 

健康推進課長  決定通知が例年４月の上旬に来るのが通常であります。その

中で、こういった国政の関係で６月の上旬の決定通知に至ったのが経緯で

あります。その間の計算等については行っておりません。以上です。  

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

１ 番 山 口 賛成討論でございますが、この国保会計の特別補正予算につ

いてはですね、多くの方々がこの制度に則って適正な医療を受けられると
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いう趣旨からは賛成したいと。ただ、将来の長期的なビジョンの中でです

ね、きちんとした財政計画を立ててですね、それを今後できるだけ早い機

会に示していただくようお願い申し上げて賛成いたします。  

議    長 他に討論はありませんか。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４５号「平成２７年度川棚町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第４５号「平成２７

年度川棚町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１回）」は、原案のと

おり可決されました。 

（１４：０８） 

議    長 ここでしばらく休憩いたします。 

 

（…休  憩…） 

（１４：２５） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

議     長  次に、日程第６、議案第４６号「平成２７年度川棚町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１回）」を議題といたします。提案理由の

説明を求めます。 

町     長  議案第４６号「平成２７年度川棚町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１回）」について、提案理由の説明をいたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９７万６千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,４７０万４千円にし
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ようとするものであります。なお、補正の詳細につきましては、健康推進

課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

健康推進課長 それでは補正の内容についてご説明いたします。 

  補正の主な内容は、平成２６年度の繰越金額の確定に伴う広域連合納付金

と一般会計繰出金を精算するための補正であります。それでは事項別明細

書でご説明いたしますので、６、７ページをお開き願います。  

  歳入の４款繰越金、１項１目繰越金につきましては、平成２６年度精算に

伴う繰越金について、当初予算との差額を増額補正するものであります。  

  広域連合納付金繰越額と一般会計繰出金の合計となります。次のページを

お開きください。 

  歳出をご説明いたします。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目

後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合へ納付する納付

金で、平成２６年度分を広域連合へ納付するものであります。次のページ

をお開きください。 

  ３款諸支出金、２項１目他会計繰出金につきましては、平成２６年度の精

算による一般会計への繰出金として５７万８千円を計上しております。  

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 
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議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４６号「平成２７年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第４６号「平成２７

年度川棚町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）」は、原案のとお

り可決されました。 

（１４：２９） 

議     長  次に、日程第７、議案第４７号「平成２７年度川棚町介護保

険事業特別会計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説

明を求めます。 

町     長  議案第４７号「平成２７年度川棚町介護保険事業特別会計補

正予算（第２回）」について、提案理由を説明いたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７ ,１５３万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３億２ ,９１３万１千円

にしようとするものであります。なお、補正の詳細につきましては、健康

推進課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定いただきますよう、

よろしくお願いいたします。 

健康推進課長  それでは、補正予算の内容につきまして、事項別明細書でご

説明いたします。歳出から説明いたしますので、１０、１１ページをお開

きください。 

  １款総務費、１項１目総務管理費につきましては、県の地域医療介護総合

確保基金事業補助金の内示を受け補正をするものです。第６次介護保険事

業計画により、認知症デイサービスセンターの整備を予定し、その整備費

補助金であり、町を通して事業者へ補助する間接補助となっております。

次のページをお開きください。 

  ４款地域支援事業等費、１項１目介護予防等事業費につきましては、地域
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支援事業費における支出科目の組み替えであります。次のページをお開き

ください。 

  ７款諸支出金、１項２目償還金は、平成２６年度の介護給付費負担金、地

域支援事業交付金の精算において、国、県支払基金への返納が必要となり

ましたので、精算返納金として増額補正するものであります。  

  同じく２項１目一般会計繰出金は、平成２６年度の地域支援事業の負担

分、事務費等精算分にかかる一般会計繰入金の精算返還分として増額補正

するものであります。次のページをお開きください。 

  ８款予備費、１項１目予備費については、歳入歳出の見合いにより増額を

するものであります。次に歳入についてご説明いたします。６、７ページ

をお開きください。 

  ５款県支出金、１項１目介護給付費負担金につきましては、平成２６年度

介護給付費負担金の精算により、追加交付を受けるものであります。同じ

く２項３目地域医療介護総合確保基金事業補助金は、歳出で説明いたしま

した認知症デイサービスセンターの整備費補助金を計上しております。次

のページをお願いいたします。 

  ９款繰越金、１項１目繰越金は、２６年度の繰越金を補正しております。  

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

３ 番 三 岳 歳出のですね、総務費の中でただいま説明がありました地域

医療のデイサービスセンターとかいうのは、どこに設置をされるのか、公

表してよかったら教えていただきたいと思います。 

健康推進課長  三岳議員の質問にお答えいたします。歳出におきます１款総

務費、１項１目総務管理費の中で、地域医療介護総合確保事業費補助金の

分を１,１３０万円計上しております。これにつきましては、認知症対応型

の通所介護の事業所ということになります。認知症の方を対象にしたデイ

サービスの事業所になります。これを第６期の介護保険計画によりまし

て、１カ所を増設するよう予定しておりました。定員が１２名以下の認知

症対応型のデイサービスになりますけれども、これにつきましては７月に

募集をしまして、８月に選定をしております。一社一法人の応募がありま
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して、株式会社ＮＫ企画の方に決定をしております。この法人につきまし

ては、現在、城山におきまして、住宅型有料老人ホームハッピーガーデン

を運営している法人であります。以上です。 

議    長 他に質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４７号「平成２７年度川棚町介護保険事業特別会計補正予

算（第２回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第４７号「平成２７

年度川棚町介護保険事業特別会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり

可決されました。 

（１４：３７） 

議     長  次に、日程第８、議案第４８号「平成２７年度川棚町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１回）」を議題とします。提案理由の説明

を求めます。 

町     長  議案第４８号「平成２７年度川棚町公共下水道事業特別会計
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補正予算（第１回）」について、提案理由をご説明いたします。  

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億６,１０４万円にしようと

するものであります。なお、補正予算の詳細につきましては、水道課長か

ら説明いたしますので、ご審議の上ご決定くださいますよう、よろしくお

願いいたします。 

水 道 課 長 それでは説明をいたします。まず歳出から説明をいたします

ので、１３、１４ページをお開きください。事項別明細書で説明をいたし

ます。 

  １款１項１目一般管理費ですが、財源内訳について平成２６年度決算によ

る繰越金の確定に伴い、繰越金を特定財源のその他として増額し、下水道

事業特別会計の一般財源の下水道使用料からの支出を減額するよう組み替

えを行うものでございます。次のページ、１５、１６をお願いいたしま

す。 

  ２款１項１目下水道建設費の管渠建設費についてですが、まず１３節の委

託料について、平成２７年度施工予定のＪＲ小串郷踏切及び大崎入り口踏

切の推進工事をＪＲに委託することとしておりますが、ＪＲとの実施協議

を進める中で、列車荷重及び施工区間の軟弱土質を考慮し、当初計画より

推進位置を深くすることが求められました。当初は、線路より下に約２．

５メートルで計画をしておりましたが、今回、５．１メートル程度と、約

２倍程度深くなったところでございます。また、推進位置の土質が固い風

化帯となり、推進費用が増加したため、工事請負費からの組み替えによる

増額をするものであります。 

  １５節の工事請負費は、先ほどの説明のとおり、委託料へ組み替えたこと

による減額であります。 

  ２２節の補償、補填及び賠償金は、汚水管の開削工事に伴う水道管移設補

償において、当初計画より水道管移設補償対象区間が延びたことにより、

補償費が不足する見込みでありますので、増額をするものであります。次

に１７、１８ページをお願いいたします。 

  ３款１項２目公債費利子ですが、財源内訳について平成２６年度の決算に

より繰越金の確定に伴い、財源内訳の変更をいたしたところでございま
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す。それでは戻っていただきまして、７、８ページをお願いいたします。

歳入についてであります。 

  ４款１項１目一般会計繰入金ですが、歳入歳出の見合いにより補正をする

ものでございます。次に９、１０ページをお願いいたします。  

  ５款１項１目繰越金ですが、決算に伴う繰越金の確定に伴うものでござい

ます。１１、１２ページでございます。 

  ７款１項１目下水道建設事業債２５０万円の減額でありますが、これにつ

きましては、当初町の汚水処理構想としてのアクションプラン策定業務を

起債対象事業として見込んでおりましたけれども、起債借入申請時に直接

事業にかかる業務で無いということから、起債対象事業とはならないとい

うことが判明をいたしました。そこで、この予定をしておりました起債に

ついて減額を行うものでございます。なお、アクションプラン策定業務

は、補助対象事業としては変わりはございません。次に３ページをお願い

いたします。 

  第２表地方債の補正でありますが、補正後の限度額を先ほど説明いたしま

した公債費の減に伴い、２５０万円減額し、４,４７０万円と補正するもの

でございます。 

  起債の方法、利率、償還の方法等については変更はございません。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 
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（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４８号「平成２７年度川棚町公共下水道事業特別会計補正

予算（第１回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第４８号「平成２７

年度川棚町公共下水道事業特別会計補正予算（第１回）」は、原案のとお

り可決されました。 

（１４：４６） 

議     長  次に、日程第９、議案第４９号「平成２７年度川棚町水道事

業会計補正予算（第２回）」を議題といたします。提案理由の説明を求め

ます。 

町     長  議案第４９号「平成２７年度川棚町水道事業会計補正予算

（第２回）」について、提案理由をご説明いたします。 

  今回の補正は、収益的収入及び支出で収入において５０万円を増額し、収

入予算の総額を３億７,２９６万８千円に、また、支出において３２０万円

を増額し支出予算の総額を２億８,３０８万８千円にしようとするものであ

ります。また、特例的収入及び支出につきましては、簡易水道事業への経

営統合に伴い、地方公営企業法施行令第４条第４項の規定により定めるも

ので、この度、簡易水道事業の決算及び開始貸借対照表が確定いたしまし

たので、当該事業年度に属する債権及び債務の額を当初予算額からそれぞ

れ１２万６千円及び１万２千円に改めるものであります。補正予算の詳細

につきましては、水道課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

水 道 課 長 それでは説明いたします。３ページをお開きください。  

  補正予算実施計画明細書により説明いたします。収益的収入および支出に

ついて、まず収入についてでありますが、１款１項営業収益の５目その他
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営業収益は、公共下水道特別会計の補正予算で先ほどご説明しましたよう

に、小串地区汚水枝線開削工事に伴う水道管移設工事の補償費の補正とし

て工事負担金として５０万円を増額するものであります。次に支出につい

てであります。 

  １款１項営業費用の３目配水及び給水費の工事請負費については、表の一

番右下の説明欄をご覧ください。 

  まず、尾山中継池送水管路敷整備につきましては、送水管路敷において、

大雨時に泥水が宅地内に流れ込むということで、住民から情報が寄せられ

ました。現地を調査した結果、管路敷の未舗装分でございますので、その

未舗装部分からの泥水の流れ込みということで、その対策工事を行うもの

でございます。 

  次に、堂神酒中継池法面整備につきましては、この梅雨期の降雨によりま

して、法面の一部が崩壊いたしました。ですから、その崩壊した法面の復

旧工事を行うものでございます。 

  小串地区汚水枝線開削工事に伴う水道管移設につきましては、下水道の開

削工事に伴うものでございまして、先ほど説明いたしましたように、移設

工事の対象区間が延びたことから不足を生じますので、補正をするもので

あります。 

  ３件の工事を合わせて３２０万円を増額するものであります。  

  次に、議案書の一番表にお戻りいただいて、収益的収入及び支出の補正で

すが、先ほど町長提案でありましたように、未収金と未払金の額が確定を

いたしましたので、それぞれ債権、債務として補償するものであります。

その内容につきまして、９、１０ページをお願いいたします。  

  ２７年度の川棚町簡易水道事業開始貸借対照表でございます。まず、資産

の部の固定資産の有形固定資産につきましては、木場地区に給水をしてい

る施設として深井戸、配水池、送水管、配水管、ポンプ、量水器などにつ

いて取得価格からそれぞれの耐用年数に応じた減価償却後の額を計上して

おります。 

  次に２の流動資産の現金預金は、簡易水道事業決算で歳入歳出の残額を計

上しております。 

  未収金は、水道料金の３月検針調定分を計上いたしております。１０ペー
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ジの方に移ります。 

  負債の部の流動負債の未払い金は、３月使用分の電気料口座振替手数料で

あります。 

  ５の繰延収益の長期前受金は、新会計制度により国庫補助金、工事負担

金、受贈財産評価額をもって取得した固定資産について計上することとな

ります。そこで今回、木場地区の資産につきましては、受贈財産評価額と

して受け入れたものであり、資産の部の有形固定資産の合計額を計上する

こととなります。 

  次に資産の部の資本金についてでありますが、資本の部の流動資産の合計

から、負債の部の流動負債を差し引いた額ということになります。  

  以上が、開始貸借対照表の説明でありますが、水道事業の予定貸借対照表

に、今後溶け込む数字として表しておりますので、次回からは水道事業の

予定貸借対照表として表示がされることとなりますので、ご承知おきをい

ただければと思います。なお、１、２ページには、補正予算実施計画説明

書、４、５ページにはキャッシュフロー計算書、６ページには損益計算

書、７、８ページには水道事業の予定貸借対照表を記載しておりますが、

説明は省略をさせていただきます。 

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 
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議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第４９号「平成２７年度川棚町水道事業会計補正予算（第２

回）」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって議案第４９号「平成２７年

度川棚町水道事業会計補正予算（第２回）」は、原案のとおり可決されま

した。 

（１４：５５） 

議     長  次に、日程第１０、議案第５０号「川棚町個人情報保護条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めま

す。 

町     長  議案第５０号「川棚町個人情報保護条例の一部を改正する条

例」について、提案理由を説明いたします。 

  本条例の一部改正は、平成２５年５月３１日に行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行されたことに伴い、

来る１０月から１２桁の個人番号が付されることとなり、この個人番号の

不正な利用等が行われた場合、個人のプライバシー侵害につながる恐れが

あることから、番号法では個人番号を含む個人情報を特定個人情報と定義

した上で、厳格な保護措置を講ずることとされております。そのようなこ

とから、番号法第３１条において、地方公共団体が保有する特定個人情報

の厳正な取り扱いが確保されるよう、必要な措置を講じなければならない

と規定してありますので、その対応として川棚町個人情報保護条例の一部

を改正しようとするものであります。 

  以上で提案理由の説明といたしますが、補足説明を総務課長からいたしま

すので、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

総 務 課 長 それでは川棚町個人情報保護条例の一部を改正する条例につ
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いての補足説明をいたします。新旧対照表で説明をいたしますので、新旧

対照表をご覧いただきたいと思います。 

  まず、目次の改正でございますけれども、町長が提案理由を申しました

が、この中で番号法では、「個人番号を含む個人情報を特定個人情報とし

て定義した上で、厳格な保護措置を講じること」とされておりますので、

このことを第３章の２として、「特定個人情報に関する特則」ということ

で、目次の中に挿入をいたしているところでございます。次のページでご

ざいます。 

  ウのところでございます。第２条第４項に規定する「行政執行法人」とい

うふうにありますけれども、ここが第２項が第４項に繰り下げられたこと

によります改正でございます。 

  次に第３章の２「特定個人情報に関する特則」ということで、３９条の

２、用語の意義でございます。「この章において、次の各号に定める用語

の意義は、それぞれ、当該各号に定めるところによる」というふうにいた

しておりまして、まず第１号では、「本人  行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律以下、番号法というふうに呼

ばせていただきます。第２条第６項に規定する本人をいう」ということ

で、この本人とは、個人番号によって識別されます特定の個人をいうとい

うふうに定めております。 

  次に第２号では、「特定個人情報 番号法第２条第８項に規定する特定個

人情報をいう」ということで、この第２条第８項は、上の特定個人情報と

は、個人番号をその内容に含む個人情報をいうと、このようにいたしてお

ります。 

  第３号でございます。「情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２

項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう」ということで、第２

３条でございますけれども、情報照会者及び情報提供者は特定個人情報の

求め、又は提供があった時には、次に掲げる事項を情報提供ネットワーク

システムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、その記録を

政令で定める期間保管しなければならないという項目でございます。情報

提供等の記録でございます。次のページをお願いいたします。  

  第４号では、保有特定個人情報のことを記載しておりまして、「実施機関
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の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機

関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているも

のをいう」とされておりまして、「ただし、公文書に記録されているもの

に限る」と、このように定めているものでございます。 

  利用の制限でございます。第３９条の３、ここで実施機関というふうにで

てきますけれども、これは用語の定義として、今回の改正では分かりにく

うございますので説明いたします。 

  実施機関とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員

会、固定資産評価審査委員会、議会ということでございます。実施機関

は、利用目的以外の目的において保有特定個人情報を自ら利用してはなら

ないと。これは、実施機関が保有いたします特定個人情報については、特

定個人情報等の本来の利用目的以外の目的のために当該実施機関の内部で

利用してはならないということを原則としています。 

  第２項でございます。「実施機関は、前項の規定にかかわらず、人の生

命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意が

あり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り、利用目的以外

の目的のために特定個人情報を利用することができる」と。ここでは、例

外として、人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合であって、

本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難な時に限って利用目

的以外の目的のために自ら利用することができる旨を規定したものであり

ます。 

  第３項です。「実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録

を自ら利用してはならない」と。ここでは、利用目的以外の目的のために

情報提供等の記録を自ら利用してはならない旨を規定したものでございま

す。 

  第３９条の４、提供の制限でございます。「実施機関は、番号法第１９条

各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならな

い」と。番号法第１９条でございますけれども、これは制限を受ける項目

が定めてあるところでございます。特定個人情報の実施機関外部への提供

については、先ほど言いました１９条の各号のいずれかに該当する場合を

除き禁止されておりますけれども、そのことについて確認的に規定をした
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ものでございます。 

  第３９条の５でございます。任意代理人による開示請求でございます。

「保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代

理人又は本人の委任による代理人も、第１４条の開示請求をすることがで

きる」と。これは次にも関連がありますので、第３９条の６、任意代理人

による訂正請求でございます。「保有特定個人情報にあっては、任意代理

人も第２８条の訂正を請求することができる」となっております。ここ

で、第１４条の規定が出てきますけれども、第１４条では、本人請求の例

外として、未成年者または成年被後見人の法定代理人に限っては、代理人

の開示請求を認めることと規定したものでございます。したがって、この

ことから解釈いたしますと、法定代理人に限っては認められると規定しま

したけれども、任意の代理人による開示請求は認められないということに

いたしております。しかし、特定個人情報に限っては、この取り扱いの例

外として、本人の委任による任意の代理人による開示請求も認められるこ

とと規定したものでございます。 

  ３９条の６ですけれども、前条同様に任意代理人でも保有個人情報に関

し、訂正請求ができることと規定したものでございます。 

  ３９条の７、訂正決定に基づく訂正の実施をした場合における通知先とい

うことでございますけれども、「実施機関は、訂正決定に基づく情報提供

等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、第

３３条の規定にかかわらず、総務大臣及び番号法第１９条第７号に規定す

る情報照会者又は情報提供者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知

するものとする」と。ここで、第３３条が出てまいりますけれども、第３

３条は、訂正をした場合には、保有個人情報先に遅滞なく書面通知をする

という項目でございます。個人情報の訂正を実施した場合には、必要に応

じ総務大臣及び情報紹介者または情報提供者に対して、訂正を実施した旨

の通知を行うことについて規定したものでございます。 

  次に、第３９条の８、利用停止の請求権でございます。「何人も、自己を

本人とする保有特定個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料する

ときは、当該各号に定めるところにより、第３４条の利用停止を請求する

ことができる」といたしております。ここで、第３４条が出てまいります
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が、この第３４条と言いますのは、個人情報における利用停止の請求権で

ございます。第１号でございますが、次のアからオまでのいずかの場合と

いうことで、当該保有特定個人情報の利用の停止または消去、アからオま

でござますけれども、まずアでございます。「実施機関により適法に取得

されたものではないとき。」ということで、これはどういうときかと申し

ますと、個人情報を利用目的の達成に必要な範囲を超えて取得した場合、

それから本人以外から個人情報を取得した場合、法令の定めなく、または

審査会の意見を聞かずに取得した場合、利用目的の明示が必要であるにも

関わらず、それをなさずに取得収拾した場合と。こういったことがアの中

で規定されております。 

  次にイでございます。「利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されて

いるとき。」ということで、このイでは、個人情報の利用目的からして、

すでに保有する必要のない個人情報が保有されている場合としておりま

す。 

  次にウでございます。「第３９条の３の規定に違反して利用されていると

き。」これは先ほど３９条の３で説明いたしておりますが、そこに抵触す

るときです。 

  次にエでございます。「番号法第２０条の規定に違反して収集され、又は

保管されているとき。」ということで、番号法第１９条、これは先ほど言

いました制限を受ける項目でございますが、「その項目の各号のいずれに

も該当しないにもかからず、特定個人情報が町の実施下によって取得さ

れ、または保管されている場合をいう」というふうにいたしております。 

  次にオでございます。「番号法第２８条の規定に違反して作成された特定

個人情報ファイルに記録されているとき。」と、このことは個人番号を利

用する事務を処理するために必要な範囲を超えて作成された特定個人情報

ファイルに、特定個人情報が記録されている場合といたしております。  

  次に第２号でございます。「第３９条の４の規定に違反して提供されてい

るとき 当該保有特定個人情報の提供の停止」といたしております。これ

は、先ほどの３９条の４、提供の制限というところで説明した部分でござ

います。 

  次に第２項でございます。「保有特定個人情報にあっては、任意代理人も
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第３４条の利用停止請求をすることができる。」としております。 

  第３項でございます。「第３４条の規定にかかわらず、何人も、情報提供

等記録の利用停止請求をすることができない。」と、これはですね、この

ことについては、行政機関個人情報保護法の中の規定がございまして、こ

のことについては利用停止請求は認められておりませんので、このような

表現をいたしております。改正本文に戻っていただきたいと思います。  

  附則でございます。この条例は平成２７年１０月５日から施行するという

ことにいたしておりますけれども、市町村は、番号法の施行の定める日ま

でに保護条例を整備し施行させなければならないということになっており

まして、政令の定める日、これが１０月５日というふうに定めてあります

ので、平成２７年１０月５日から施行すると定めるものでございます。  

  以上、説明いたしましたが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろし

くお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

３ 番 三 岳 ３９条の３の２でございますが、「実施機関は」という本文

があるわけですね、その２行目にですね、「必要がある場合にあって、本

人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り」と

いう場合が理解に苦しむと言いますか、私の頭では読み解ききれないんで

すけれども、ご説明をお願いします。 

総 務 課 長 今のところは、「本人の同意があり、又は本人の同意を得る

ことが困難であるときに限り」ということであります。「本人の同意があ

り」というところはご理解いただけると思いますが、「本人の同意を得る

ことが困難である」場合というのは、本人の同意を得ることが困難である

ときに、人の生命、身体、財産、こういったところに危害を及ぼすような

ことがある場合には、ということで、この例外項目を定めてあるものと。

これは法律を引用して作っておりますので、そういうふうな解釈だと理解

しております。 

４ 番 久 保 田 関連するところで聞きます。本人の同意を得ることが困難で

あるというのは、誰が判断するんでしょうか。 

総 務 課 長 頭にありますように、実施機関というふうに判断できると思

います。先ほど言いましたように、町長、教育委員会、選挙管理委員会、



- 54 - 

こういったところの組織というふうに捉えていただければと思います。  

議    長 他に質疑はありませんか。よろしいですね。 

  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５０号「川棚町個人情報保護条例の一部を改正する条例」

の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第５０号「川棚町個

人情報保護条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されまし

た。 

（１５：２０） 

議    長 ここで、しばらく休憩いたします。 

 

（…休  憩…） 

（１５：３５） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議     長  ここで、農林水産課長より発言の申し出があっておりますの

で、これを許可します。 

農林水産課長  それでは、本日、一般会計補正予算第２回の中で、髙以良議

員の質問にお答えしていない部分がございましたので、ただいまよりお答
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えをさせていただきたいと思います。 

  青年就農給付金のことでございます。歳出で言えば３７、３８ページでご

ざいます。６款１項３目農業振興費の説明欄記載の農業経営対策事業推進

費、この中で新規就農者の支出のことを説明いたしましたけれども、その

質問の中に、農家の後継者もこの対象になるのかというような質問がござ

いました。それについてお答えをしたいと思います。 

  条件的にはいろいろございますけれども、就農時の年齢が原則４５歳未

満、農業経営者になることについての強い意志を有していることとか、独

立自営就農または雇用就農を目指すこと、これにちょっとひっかかってく

るわけですけれども、親元就農を目指すものについては、研修終了後５年

以内に経営を継承するか、または農業法人の共同経営者になること。こう

いう条件が付されておりますので、そのまま親の農業後継者として就農す

る場合、こういう場合は該当しないということになっております。  

  ちょっと混同するような発言をしてしまいました。後継者につきまして

は、親元就農を目指す者ということになるかと思います。これは研修を終

了後５年以内に経営を継承するか、または農業法人の共同経営者になるこ

とという条件が付されております。ということで、後継者でも青年就農給

付金をもらえるケースはあるという回答とさせていただきます。  

 

議     長  次に、日程第１１、議案第５１号「川棚町手数料徴収条例の

一部を改正する条例」を議題といたします。提案理由の説明を求めます。  

町     長  議案第５１号「川棚町手数料徴収条例の一部を改正する条

例」について、提案理由の説明をいたします。 

  川棚町手数料徴収条例は、本町が徴収する手数料において、別表により、

その種類と金額を定めているものでありますが、その別表において、今

回、大きく分けて２つの事項について、改正または追加等を行う必要が生

じましたので、条例の一部改正についてご提案するものであります。  

  まず一つ目は、鳥獣の狩猟にかかる登録手数料において、法改正により引

用している法律、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の題名変更が

ありましたので、当該手数料の欄に掲げた法律名を改めるものでありま

す。 



- 56 - 

  二つ目は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律、いわゆる番号法が１０月から施行され、マイナンバー制度が

開始されることに伴う手数料の追加及び廃止であります。マイナンバー制

度の開始により、１０月に本人宛に通知される通知カード、１月から交付

を受けることができる個人番号カードについて、これらの再交付にかかる

手数料を今回新たに設けるものであり、さらにこの個人番号カードの交付

開始以後は、住民基本台帳カードの新規交付が廃止になるので、住民基本

台帳カードの交付手数料の規定を削除するものであります。なお、詳細に

つきましては、企画財政課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

企画財政課長 それでは、私から補足説明をいたします。 

  まず最初に、今回の手数料徴収条例の改正は、対象となる手数料の施行期

日は異なりますので、第１条から第３条までの３つの条に分けて規定し、

改正を行うものであります。内容について、新旧対照表により説明いたし

ますので、３枚目の新旧対照表をお開きください。 

  左肩に第１条により改正ということで付しております。改正条例第１条

は、別表中の（３８）鳥獣の狩猟にかかる手数料を改めるものでありま

す。ページの右側が改正前、左側が改正後です。改正箇所に下線を引いて

表示をしております。 

  具体的には、メジロを飼う場合の登録手数料であり、制度上の変更は生じ

ておりませんが、この中で引用している改正前の法律名「鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に関する法律」は、法改正により「鳥獣の保護及び管理並び

に適正化に関する法律」に題名変更されておりますので、これに併せて条

例改正を行うものであります。この法律の題名変更はすでに施行されてお

りますので、この改正条例第１条は、本議案可決後速やかに公布し施行す

ることが必要であります。次のページをお開きください。 

  第２条による改正でございます。改正条例第２条は、マイナンバー制度に

おける通知カードの再発行にかかる手数料の規定を新たに加えるための改

正であります。この通知カードとは、１２桁の個人番号、いわゆるマイナ

ンバーをお知らせするカードであり、世帯ごと簡易書留で送付されるもの

でありますが、紛失などにより再交付を受ける場合の手続きは、市町村に
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おいて行い、その再交付には手数料を要するものであります。  

  これに対応するため、右側の改正前の別表（２８）戸籍附票謄本の交付手

数料から、（３０）削除とされている部分を、左側の改正後のとおり改

め、これにより（２８）として通知カードの再交付手数料の規定を新たに

設けるものであります。金額については、総務省が示した標準額である５

００円としております。番号法の施行期日は、政令により平成２７年１０

月５日と定められております。したがって、この改正法第２条の施行期日

以降は、この通知カードの再発行に対応する必要がありますので、この第 2

条の施行期日は２７年１０月５日となるものであります。 

  表の左上に第３条による改正としております。この改正条例第３条は、マ

イナンバー制度における個人番号カードの再発行にかかる手数料の規定を

新たに加えるとともに、住民基本台帳カードの交付手数料を廃止するため

の改正であります。この個人番号カードとは、通知カードの交付を受けて

から本人の申請により無料で交付を受けることができる本人写真が入った

ＩＣチップ付きのカードであり、さまざまなところで本人確認ができる公

的身分証明書となるものでありますが、紛失等により再交付を受ける場合

は、これも有料となるものであります。また、この個人番号カードの交付

開始以降は、住民基本台帳カードの新規交付が廃止となりますので、これ

に対応するため、右側の改正前の別表中（２７）及び（２８）の部分を左

側の改正後のとおり改めることにより、（２７）として、個人番号カード

の再交付手数料の規定を新たに設け、さらに住民基本台帳カード手数料の

規定を抹消とするものであります。金額については、総務省が示した標準

額である８００円としております。番号法による個人番号カードの利用開

始等の施行期日は、政令により平成２８年１月１日と定められておりま

す。その施行期日以降は、再発行について対応する必要がありますので、

この改正条例第３条の施行期日は、平成２８年１月１日からとなるもので

あります。それでは、新旧対照表による改正内容の説明は以上で終わりま

して、改正条例附則についてご説明いたします。本議案の２枚目、附則の

ページをお開きください。 

  新旧対照表による説明の際に、それぞれの施行期日について説明いたしま

したが、それを規定したものが附則であります。この附則本文により、第
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１条、鳥獣の狩猟にかかる登録手数料の施行期日は、公布の日からとなる

ものであります。そしてただし書きの規定により、第２条通知カードの再

交付手数料の施行期日を平成２７年１０月５日からとして、第３条個人番

号カードの再交付手数料の施行期日を平成２８年１月１日からと定めてい

るものであります。 

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

２ 番 田 口 これは条例の改正の技術的なことによるのでやむを得ないの

かなと思うんですが、ちょっと分かりづらいのでですね、新旧対照表の第

２条による改正を見ますと、右側の２８、２９という戸籍附票と住民票の

閲覧手数料を一つ下にずらして２９、３０として、新たに２８号で番号法

の通知カードの再交付手数料を入れたということだろうと思います。とこ

ろが、この次の新旧対照表によると、第３条による改正として、今入った

第２８号の番号通知カード再交付手数料が今度は改正前のところに来て

て、左側にあるように、法律名が上に新たに入るんで簡単に番号法という

ふうになっているというふうに、この２８号については、同じ条例で２回

改正なされるようなことになっていてですね、非常に分かりづらいのです

けれども、それはなぜですかというのをお聞きしたいと思います。  

企画財政課長  それではお答えいたします。田口議員からご指摘がありまし

たように、この一つの議案の中で、まず第２条による改正の新旧対照表で

説明いたしますと、まずここで（２８）として、通知カードの再交付手数

料が設けられます。そして第３条の改正によりまして（２８）が、またさ

らに改正されると、このことのご指摘でございますが、今回のようにです

ね、いったん溶け込んだものをですね、同じ改正条例でさらに改正すると

いうことは法令執務上のテクニックとしてあることですね。よくあるの

は、税条例など、非常に施行期日が錯綜するようなものですね、この中で

よく利用されているようです。今回ですね、もしこれをすんなり読み取れ

るようにするとした場合ですね、まず第２条の改正が１０月５日施行で

す。これ以後に第３条の改正を行うとすればですね、このへんがすっきり

するということですね。ただしこの場合ですね、私ども、その方法もとれ
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るということで検討したんですが、今回、全国的に番号法が成立して、そ

してマイナンバー制度が始まるということに関してですね、市町村事務と

してこの通知カードの再発行事務、そして個人番号の再交付、こういった

事務が始まって、それぞれ１０月５日から、そして個人番号カードは１月

１日からというふうにですね、やはりこういった事務がこのように始まる

んですよということをですね、一括して提案するタイミングは１回の方が

よろしいんじゃないかということで、このような提案としたものでござい

ますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。 

２ 番 田 口 それでですね、施行期日がずれているというのは分かりまし

たので、確かに言われるように一番分かりやすいのは第３条の部分は後回

しにするというのが一番分かりやすいのかなと思いますが、いっぺんに改

正してしまったらどうかと。２７号をですね、改正して２８号を第３条の

改正後のかたちにしてしまうのがいいのではないかと思ったりするのです

が、結局、それはですね、この２８年１月１日より前にはですね、住民基

本台帳カード交付手数料５００円というものが活きていないといけないと

いうことでしょうかね。それを確認したいと思います。 

企画財政課長  まず、施行期日は附則の方で書いておりますように、１０月

５日から有効になるということですね。そして、個人番号カードは２８年

１月１日からという順序であります。ですから、その日が来て初めて有

効、効力を発生するということでご理解いただければよろしいかと思いま

す。 

４ 番 久 保 田 この第２条の通知カードは個人が拒否しようが何しようが送

りつけられてくるものですけれども、この第３条は、顔写真が付いて、Ｉ

Ｃチップが取り組まれて、いろんな情報が入っている大事なものですよ

ね。これはあくまでも申請によるものだと思っておりますが、これでただ

再交付の手数料って簡単に５００円が８００円になりますよっていうだけ

の問題ではないと思うんですよね。ここで、この個人の情報がいっぱい

入ったカードを紛失したりなんかして、今、年金機構の２５０万件の情報

漏れなんかもありますが、この３条をどのように町民の人に、今お知らせ

も広報で載ってきておりますが、これの管理方法とかですね、そういうの

も含めて、簡単に５００円が８００円になりますよという程度のものでは
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なくて、もっと個人の人たちにきちんと管理をすることを教えるとか、あ

くまでも申請ですよと、任意ですよということもお知らせするべきではな

いかと考えますが。 

住民福祉課長  おっしゃるとおり、写真付きの個人番号であっても、通知

カードであっても１２桁の番号が記載されて、昨日の一般質問にもありま

したように、大事なものなのでということを認識していただくようにとい

う質問もございましたので、例えば、そこに本人さん、申請した本人さん

が過失によって紛失、再発行手数料でありますので、そこに再発行手数料

が発生すれば大事に保管しなければいけないということも認識づけられる

一つのことになるのじゃないかなと思っておりますし、おっしゃるように

大事なものというのをですね、昨日も申し上げましたけれども、申請され

た方は特に気掛けていただいて、大事なものということを認識されるよう

な、これから周知ですとか、どういった方法がいいのかというのはです

ね、検討してお知らせしていって、失くさないようにというのをですね、

交付するときも窓口でも伝えることにいたしておりますし、そこらへんは

手に渡ってしまえば個人のものになってしまいますので、十分、重要なも

のと認識してもらうように、これから考えて周知徹底をしていきたいと考

えております。 

議    長 ここで、時間延長いたします。 

（１５：５５） 

１ 番 山 口 この通知カードの再交付は可能なんですよね。そうすれば、

通知カードをもらっても、あくまでも個人の自由申請によって個人番号

カードがもらえると、そういうシステムなんですね。そうすれば個人番号

カードには写真が貼ってあると。通知カードは写真、その他貼っていない

わけですよね。じゃあ、これが果たして本人であるかどうかっていうの

は、どういった方法で確認していくのかですね、条例とは別の話なんです

けれどもね、そういった部分できちんとしておかないと、ただ単に本人に

なりすましてですね、通知カードの再交付をお願いしますと、本人の確認

方法がなければ、５００円持っていけば誰かの分がもらえる可能性すらあ

るわけですね。だからそういった点はどこでチェックが可能なのかなとい

う気がするんですけれども、それをどう考えているのかお伺いしたい。  
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住民福祉課長  本人確認について、きちんと徹底するようにしておりますけ

れども、その方法としましては、今現在も住民票ですとか、戸籍謄本など

を交付するときは、本人確認をしております。本人確認をするときには、

今現在だと運転免許証ですとか、公的機関が発行する資格証明書に写真が

付いているものとかで、本人確認をしております。ただ、写真付きのもの

を持っていらっしゃらない方もいらっしゃいますので、こちらの方でいろ

んな聞き取りをしまして、公的機関の写真付きでないものを２枚以上確認

するようになっております。今度、通知カードは郵送されるので本人さん

に届くといたしまして、個人番号カードになりますと写真付きのものをで

すね、昨日言いましたＪ－ＬＩＳという機構から役場の方に送ってきます

ので、役場の窓口でご本人と確認してお渡しするようになっております。

写真とお顔と間違いないとの確認は窓口で、運転免許証を持っていらっ

しゃる方は運転免許証で確認するようにしております。それ以外の方はで

すね、きちんと本人確認をしないといけないので、同じように本人に間違

いないという確認を徹底するように、書類とか聞き取りとかをしまして、

本人さんでないと分からないような情報をいくつも聞き取ったりして、疑

義があるときにはですね、やはりその時は徹底して本人さんであるという

確認をしてからしか渡さないようにということを考えておりますので、ま

たさらに検討もしていきたいと考えております。また１月１日からという

ことでありますので、さらに係内でもう少し協議をしたり、確認の方法で

すね、よその他市町もどういうふうにするかということもありますし、昨

日も言いましたけれども、交付した後は顔認証というのもあったりします

ので、一回顔認証でこちらの方が登録という方法になると思うんですけれ

ども、きちんとしていきたいと考えております。ちょっと曖昧で申し訳あ

りません。 

議    長 他に質疑はありませんか。よろしいですね。 

  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

４ 番 久 保 田 これはマイナンバー制度による条例の改正です。マイナン

バー制の一番の狙いは、国民一人一人の収入と財産を丸裸にして、税と保

険料の徴収強化、社会保障の給付削減を押し付けていくことです。マイナ
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ンバー制度は国民にとっては、ほとんどメリットはありません。  

  一方、行政サイドにとっては、各自の収入、所得にかかる情報が単一の番

号で結ばれ、そこに預貯金などの情報が加わることで、一人一人の職と資

産の実態を掌に載せることが可能になります。莫大な費用や手間をかけて

わざわざ国民のプライバシーを重大な危険にさらす共通番号を導入するよ

りも、現在使っているシステムを活用しながら、税と社会保障の分野での

業務の効率化と適正化を図るべきと思います。よって、この条例に反対し

ます。 

議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

２ 番 田 口 今回の条例改正はですね、すでに本年１０月５日から施行が

決まっております番号法の施行に伴って必要となります通知カードの再交

付でありますとか、来年からの個人番号カードの再交付といったことにつ

いての手数料を定める技術的なものでありますので、これは必要なものと

思いまして賛成をいたします。 

議    長 他に討論はありませんか。 

１ ２ 番 福 田 この議案の前に先ほど個人情報保護条例の一部を改正する条

例を通しております。その中では、番号法にかかわる個人情報の保護等も

しっかり行われるように規定されておりますので、先ほど反対されたよう

な心配はないものと思い賛成いたします。 

議    長 他に討論はありませんか。よろしいですね。 

  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、議案第５１号「川棚町手数料徴収条例の一部を改正する条例」

の採決を行います。この採決は起立によって行います。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 

（賛成者起立） 

 

議     長  起立多数です。したがって、議案第５１号「川棚町手数料徴

収条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。 

（１６：０４） 

議     長  次に、日程第１２、議案第５２号「川棚町児童保育クラブの
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設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。 

町     長  議案第５２号「川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例」について、提案理由の説明をいたします。  

  この条例につきましては、平成２４年８月に子ども子育て関連三法が成立

し、関連法である児童福祉法に定められている放課後児童クラブの対象児

童の規定が、「小学校に就学しているおおむね１０歳未満であって、その

保護者が労働等によって昼間家庭にいない者」に改正され、本年４月から

子ども子育て支援制度が本格的に施行されたところであります。  

  これにより、本町が放課後児童健全育成事業の充実を図るため、指定管理

者を指定して行っております川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関す

る事項について規定している、川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関

する条例の一部について改正しようとするものであります。なお、詳細に

つきましては、住民福祉課長から説明いたしますので、ご審議の上ご決定

いただきますよう、よろしくお願いをいたします。 

住民福祉課長 それでは、私の方から補足説明をいたします。 

  ただいま町長の提案理由にもありましたように、法改正により、放課後児

童クラブの対象児童の規定が、「小学校に就学しているおおむね１０歳未

満」、これは小学３年生ということになります。から、「小学校に就学し

ている児童」、これは小学６年生までを指します。改正されたため、本条

例を改正するものです。それでは次ページの新旧対照表によりご説明いた

しますのでお開き願います。 

  第１条設置についてです。改正前の児童福祉法第６条の第２項を、児童福

祉法第６条の３第２項と改め、次に第４条入所対象児童について、改正前

の「児童クラブに入所できる児童は」から全文を改正後は、「児童保育ク

ラブに入所できる児童は、本町に居住する小学校に就学している児童で、

その保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする」に改め

るものです。そして、前ページの改正本文に戻っていただきまして、附則

についてでございますけれども、この条例は公布の日から施行し、平成２

７年４月１日から適用することといたしております。 

  以上で、説明を終わりますが、ご審議の上ご決定いただきますよう、よろ
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しくお願いいたします。 

議    長 これから質疑を行います。 

１０番髙以良  新旧対照表の第４条で、改正前と改正後が違うのは文面が違

いますが、実際は改正前の第４条１号で「３年生まで」と、２号では、「保

護者が希望すれば６年生まで入所できる」となっていますので、改正後の第

４条とほとんど内容は一緒ではないかと思いますが、そういう状態なのに施

行日をわざわざ２７年４月１日にさかのぼって適用するのに何か意味がある

のですか。現在のままで、遡らないでも小学６年生までは入所できるわけで

すから、公布の日から施行ということでもいいんじゃないかなと思います

が、何か理由があるんでしょうか。 

住民福祉課長  今回の改正につきましては、児童福祉法ではですね、小学校

３年生までをおおむねということでしておりましたが、本町の条例の方には

６年生までというのは、やむを得ずということで、理由次第でございまし

た。ですけれども、今度はそういう理由がなくても６年生までは預けていい

ですよということでしておりますので、そこらへんは６年生までとはっきり

規定しておりますので、やはり改正をしたいと思って提案しております。  

３ 番 三 岳 ちょっと文言の解釈についてですが、ここに「昼間常に」と

いう文言があるわけですね。昼間というのはどの範囲なのか、常にというの

が毎日という意味なのか、例えば週の内１日か２日働きに行っているよとい

う場合、いろんなケースがあると思うんですが、そこは緩やかになっている

んですか。お伺いします。 

住民福祉課長  児童福祉法ではですね、昼間家庭にいない者というふうに

なっておりますが、本町では昼間家庭に常にいない者としております。この

常にというのは、特に私もまだ認識というか、理解をちょっとしておりませ

んでしたので、後ほどこの解釈につきましては、後でご説明しますのでよろ

しいでしょうか。 

議     長  三岳議員、後でという答弁で、条例の賛否を判断するのに必

要と判断されますか。それとも後の答弁でよろしいですか。解釈をどうする

かです。 

３ 番 三 岳 ここでですね私が思ったのは、「昼間常に」というのは、最

近パートとかっていうのがあるわけですね。そうしますと、例えば昼から働
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くという方もいらっしゃるわけですね。常にといったのが、毎日、例えば働

いている人しか対象にならないのかと。そこは、逆に言えば、昼間、常にと

いう言葉が入ったばかりに制約があるのかなということですね。とっぱらえ

ばそういう制約がなくて、労働等により不在になる家庭という表現に変わる

んじゃないかなという気がしたもんですからお尋ねをしております。  

議     長  しばらく調べるのに時間がほしいということですので、調べ

が終わるまで休憩いたします。 

（１６：１９） 

（…休  憩…） 

 

（１７：２５） 

議    長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

議     長  ただいま平成２７年９月１０日、町長から提出されました

「川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例」について、訂正したいとの申し出がありました。 

  この訂正申し出は、ただいま議題となっております議案ですので、ただち

に議題にしたいと思いますが、これに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。「川棚町児童保育クラブの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例訂正の件」を議題といたします。町長

から、「川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例訂正の件」についての理由の説明を求めます。 

町     長  提案理由の説明をいたします。まず、９月１０日に提出をし

ておりました「川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、内容に誤りがありましたので、この度、事

件の訂正請求をいたしましたところ、ただいま快くご理解いただきまして、

誠にありがとうございます。そして、「川棚町児童保育クラブの設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例訂正の件」につきまして、追加日程に

追加していただき、心から感謝を申し上げます。それでは、提案理由の説明
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をいたします。 

  今回の条例改正につきましては、第４条に入所対象児童の範囲の規定を定

めておりまして、「本町に居住する小学校に就学している児童で、その保護

者が労働等により、昼間常に不在となる家庭の児童とする」ということで提

案をしておりましたが、この入所対象児童の範囲が、児童福祉法と比べてみ

ますと、若干、門戸が狭められておりまして、適当でないと判断いたしまし

たので、この度、提案を申し上げておりますように、「本町に居住する小学

校に就学している児童で、その保護者が労働等により、昼間家庭にいない者

の児童とする」というふうに訂正をしたいと思い、ご提案を申し上げる次第

でございます。なお、この表現につきましては、児童福祉法に定められてお

ります放課後児童健全育成児童の対象児童と、まったく同様にしたものでご

ざいます。以上、提案理由とさせていただきますので、ご審議の上ご決定い

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議     長  お諮りいたします。ただいま町長から説明がありました「川

棚町児童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例訂正

の件」を許可することに異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって「川棚町児童保育クラブの

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例訂正の件」を許可すること

に決定をいたしました。 

  それでは、ただいまから質疑を行います。 

１０番髙以良  今回の訂正の申し出については、このもらっている新旧対照

表だけの訂正の申し出なのか、議案の方の訂正は申し出はあっていないんで

しょうか。 

議    長 取扱いですので、局長の方から説明させます。 

事 務 局 長 ただいまの質疑の部分ですが、訂正の手法としまして差し替

えの申し出を最初にやりました。しかし、訂正の申し出ということで、差し

替えではなくて、事件の訂正請求書という公文書をいただいたところです。

それで、その内容については、みなさんに配布はしておりませんが、訂正箇
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所の明示によって訂正箇所が分かるということで、そのようにしたところで

す。別紙のとおり提出したいのでという公文書をもらっておりますので、そ

の点で訂正が先ほど可決されましたので、今議題となっております議案第５

２号の条例改正については、溶け込んだ後での質疑の続行ということでご理

解をいただきたいと思います。 

３ 番 三 岳 私が質問したばっかりにこうなったのかなと思いますが、

今、髙以良議員が言われているのは、表の議案第５２号の中の、次のように

改正するという文言の下にですね、入所対象児童第４条ということで、ここ

も当然変わらなければおかしいんじゃないかなという趣旨の質問であったと

思いますが、その点については表の方をですよ、一枚目の方も修正すべきで

はないかということじゃないかなと思いますが、その点はどうでしょうか。 

事 務 局 長 ただいまの質疑が議案第５２号ですね、この条例案の改正の

提案の内容の文言を変えますと、軽微な訂正または差し替えという状態で、

私たちが今事務処理をしております事件訂正請求書というかたちではない状

態という判断をしたところです。この議決は、この条例の可決をしていただ

き、なおかつその前の事件訂正請求書についても可決をしていただきます

と、溶け込んだ状態で公布がなされるということで理解をしておるところで

す。以上です。 

議     長  よろしいですか。訂正文書についての質問はございません

か。他に質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。本案に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 

 

議    長 次に賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 
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議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから議案第５２号「川棚町児童保育クラブの設置及び管理に関する条

例の一部を改正する条例」の採決を行います。 

  お諮りします。本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、議案第５２号「川棚町児

童保育クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」は、原案

のとおり可決されました。 

（１７：３５） 

議     長  ここで、議長から一言申し上げます。今後は、このようなこ

とがないように十分注意をして対応されますように要望をいたしておきま

す。 

議     長  次に、日程第１３、請願第１号「未来を担う子どもたちの教

育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」を議題といたしま

す。 

  これより、紹介議員の説明を求めますが、あらかじめお諮りいたします。

請願第１号については、川棚町議会会議規則第９２条第２項の規定によっ

て、委員会への付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。  

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、請願第１号については、

委員会の付託を省略することに決定をいたしました。 

  これより紹介議員の説明を求めます。 

８ 番 波 戸 請願書を読み上げ請願といたします。 

  平成２７年９月１1 日、請願書。川棚町議会議長初手安幸様。請願者、川

棚町百津郷１６９－３１、川棚町の教育を考える会会長中島三代治。紹介議

員、波戸勇則。 
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  「未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求

める請願」 

  要旨。教育の機会均等、教育水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫

負担率を２分の１に復元することを含め、義務教育費国庫負担制度を堅持

し、少人数学級などの定数改善を図り、必要な財源が将来にわたり確実に確

保されるため、意見書を提出していただきますよう請願いたします。  

  理由。義務教育は憲法の「教育の機会均等」と「義務教育無償の原則」に

基づいて、子どもたち一人ひとりに国民として必要な基礎的資質を培い、日

本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っています。豊かな教

育の保障は国の社会基盤形成の根幹であり、義務教育の全国水準の維持向上

や機会均等の確保は国の責務でもあります。 

  義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等及び義務教育費無償の原則と

して、全国のどこで学んでも子どもたちが等しく教育を受けることができる

ようにするとともに、自治体間における教育水準に格差を生じさせないよう

にするため制定されたものです。 

  しかし、教育予算について、ＧＤＰに占める教育費の割合は、ＯＥＣＤ加

盟３４か国中、日本は最下位となっています。また、三位一体改革により、

義務教育費国庫負担制度の負担割合は２分の１から３分の１に引き下げら

れ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増大などにみられるよ

うに教育条件格差も生じています。 

  将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重

要です。子どもや若者の学びを切れめなく支援し、人材育成・創出から雇

用・就業の拡大につなげる必要があります。 

  よって、貴職におかれましては、２０１６年度政府予算編成において、義

務教育費国庫負担率を２分の１に復元し、学校現場に必要な教職員の人員・

人材を確保するよう、関係機関へ働きけていただきますように要望いたしま

す。 

  記。１、義務教育費国庫負担制度について、国の負担割合を２分の１に復

元することを含め、制度を堅持すること。以上、請願いたします。  

  ご審議の上、意見書を提出していただきますようお願いします。  

議    長 これから質疑を行います。 
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２ 番 田 口 日本国憲法上、子女の教育は国民の義務であると定められて

おります。しかし、その義務教育の費用をどう負担すべきかについては、憲

法上は義務教育はこれを無償とすると定めているだけでありますので、誰が

どのように義務教育の費用を負担すべきかについては明らかではありませ

ん。考え方としては、親が１００％負担すべきという考え方もあり得ます

し、逆に国が１００％負担すべきという考え方もあり得るわけであります。

現状は、国と地方公共団体が一定の割合で負担をしているというのが現状だ

と言えると思います。 

  そこで、請願者はそういった義務教育費用の負担の在り方については、基

本的にどういうふうな考えを持ってられるのでしょうかということをお伺い

いたします。 

８ 番 波 戸 お答えいたします。義務教育費の負担がどうあるべきかにつ

いては、請願者の考えを明確に聞いたわけではございません。制度につきま

しては、憲法第２６条において、無償による義務教育の実施を定めており、

義務教育費国庫負担制度は国民のすべての制度に対し、その妥当な規模と内

容を補償するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等

と、その水準の維持向上を図ることを目的としております。あくまで、本来

は、市町村立の学校の費用を負担すべきところを、優秀な教職員の安定的な

確保と適正な職員配置のため、国がその３分の１を負担している制度であり

ます。あくまで理想は、国の全額負担が理想ではないかと考えております

が、これはあくまで私の私見でございます。 

  この請願の内容は、これ以上の国庫負担を減らすべきでなく、むしろ従来

の２分の１に戻してほしいという考えのもとに請願を提出しております。  

議    長 他に質疑はありませんか。 

 

「な  し」の声あり 

 

議    長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

  これから、討論を行います。本件に対する反対者の発言を許します。  

 

（発言なし） 
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議    長 次に、賛成者の発言を許します。 

 

（発言なし） 

 

議    長 討論なしと認め、これで討論を終わります。 

  これから、請願第１号「未来を担う子どもたちの教育を守る義務教育費国

庫負担制度の堅持を求める請願」の採決を行います。この採決は起立によっ

て行います。 

  請願第１号を採択することに賛成の方は起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

議     長  全員起立です。したがって、請願第１号「未来を担う子ども

たちの教育を守る義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願」は、採択す

ることに決定をいたしました。 

（１７：４４） 

議    長 次に、日程第１４「議員派遣の件」を議題といたします。  

  お諮りします。本件は、川棚町議会会議規則第１２７条の規定によって、

お手元に配布しました別紙のとおり、議員派遣をしたいと思いますが、異議

ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 

 

議     長  異議なしと認めます。したがって、「議員派遣の件」は、お

手元に配布しました別紙のとおり派遣することと決定いたしました。  

  なお、ただいま議決しました「議員派遣の件」で、後日変更があった場合

は、議長に一任願いたいと思いますが異議ありませんか。 

 

「異議なし」の声あり 
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議     長  異議なしと認めます。したがって、後日変更があった場合

は、議長に一任することと決定をいたしました。 

（１７：４５） 

議    長 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。  

  本日は、これにて散会といたします。ご起立願います。お疲れさまでし

た。 

（１７：４５） 
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  地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

 

      川 棚 町 議 会 議 長                

 

      会 議 録 署 名 議 員                

 

      会 議 録 署 名 議 員                

 


